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五四新文化運動以降、児童中心主義の教育を中国に実践する道と方途を

求 めて、教育家によるさまざまな試みがなされた。20年 代後半には、「党

をもって国を治める」 ことを掲げた国民党政権が誕生 し(1927年)、 国民
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国家としての形態を満たすべ く、教育、文化、法律など、制度面での整備

が進め られた。その4年 後、1931年 には、江西省瑞金を首都 とす る中華

ソビエ ト政府 も誕生 し、農村革命根拠地による共産党勢力 とそれを包囲す

る国民党軍による第二次国内戦争が始 まった。本節では、児童中心主義の

教育思想の実現と普及を目指す教育家たちの試み、国民政府 による幼児教

育制度、家族法の制定、そ して広大な中国において圧倒的多数を占める働

く子どもの状況と法規定か ら、制度、理念 と大 きく乖離する子どもたちの

現実について取 り上げる。(1)

1幼 児教育制度の整備

(1)幼 児教育の学制化

辛亥革命 の成果を奪 い、中華民国の実権 を手 に した軍閥政権 は、1920

年代初頭まで、北京を中心 に激 しい権力闘争を繰 り広げた。覇権争いの戦

火に民衆が疲弊 していくなか、教育界では、軍閥の干渉が相対的に緩んだ

ことを背景 に、中華民国初期の学制度(壬 子癸丑学制1912年 ～)を 改

革 した壬戌学制(1922年)が 公布 された。 これにより、幼児教育に も大

きな変化が現れた。幼稚園教育は、清末に家庭教育の補完 として公教育に

組み込まれ、以来、慈善機関(育 嬰堂、敬節堂)の 付属施設 として開設 さ

れてきた。壬戌学制により、名称を蒙養園(蒙 養院か らの改称)か ら幼稚

園に改め、施設ごとに不統一であった入園年齢を6歳 以下に定めて、初等

教育の一段階とし、学校系統 のなかに正規に組み込んだ(「 学校系統改革

令」)。(2)もちろん、軍閥政府の統治下では、制度的な設置令 にみあうだけ、

幼児教育に対 して十分な尊重が払われたわけではない。教育事業として幼

稚園の設置が推奨され、一定 の発展が見 られるのは、1927年 国民政府成

立以降のことである。(3)

(2)幼 稚 園 教 育 の 実 施 状 況

不 完 全 な 統 計 で は あ るが 、1908年 に92箇 所 に す ぎ な か っ た 幼 稚 園 数

は、1924年 に は190箇 所(公 立27、 私 立7、 教 会156)に な り、 園 児 数 も

2,664人 か ら倍 以 上 の5,940人(公 立 私 立 園 児 数1,591人 、 教 会3,349人)

まで 増 加 した 。(4)しか し、 そ れ で も幼 児 教 育 を実 際 に 受 け え た児 童 数 は6,

000人 に満 た ず 、 全 人 口4億 、 幼 児 人 口15%と い う状 況 か ら見 て あ ま りに
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微少な数値であったと言わざるをえない。また、幼稚園数190箇 所のうち

キ リス ト教会による幼稚園が80%に 上 ることも当時の現実を映 しだ して

いる。それゆえ、1920年 代に入 ると、中国人自身による幼稚園開設の試

みと幼稚園教育の中国的展開を探求する教育者の連携による教育実践の試

みが積極的に行われた。民間の教育家による教育実践、科学的教育のため

の研究組織、政府の奨励策などが功を奏 して、1930年 代には、幼稚園組

織 は前時代 に比べて飛躍的に増加 した。中国人による幼稚園は、24年 の

34箇 所か ら20倍 の630箇 所、園児数 は約170倍 の26,675人 にものぼ

る。(5)こうした幼児教育の普及を支え、教育内容の進化をはかる上で大 き

な力となったのが教育家たちの活動 と思想的営みである。そのなかに新た

な子ども観の展開を読み取 ることができる。

(3)幼 稚園教育の課題

清末に導入された日本型 モデルの幼稚園教育 は、民国初期 に導入された

プラグマティズム教育、世界的な新教育運動の影響下で欧米型 に変化 し、

1920年 代以降は、中国の国情 に合わせた内容 と形態の実現 に向けて、更

なる探求が続 けられた。背景には、教育の恩恵 とはほど遠い貧困にあえぐ

広大な農村の現状と迫 り来 る帝国主義諸国の侵略によって増長される民族

危機があった。民族の未来を切 り開き、支えることのできる国民 新世

代 を育成す ることは、清末以来、「教育救国」論 として希求 されてきた課

題 である。その起点 と して注 目された幼児教育 は、次第に制度化 され、

1922年 に学校教育の一系列に組み込まれるにいたった。 さらに、20年 代

は、有識者において幼児教育 は不可欠の民族的課題と して強 く認識 され、

幼稚園教育 と家庭教育の相互補完の実現が目指 された。 しか し、理想、願

望、要望 とはるかに異なる現実の前で、中国において実現 されうる幼児教

育の形態 と内容とはなにか、あるべき幼児教育を実現するにはどうしなけ

ればな らないのか、大 きな課題が立 ちはだか っていた。その結果、1920

年代から1930年 代 まで、幼稚園教育の中国化 と大衆化 という二っの方向

が認知され、 よりよい家庭教育の実現 とあるべき幼稚園教育の実施に向け

て、教育実践が進められた。
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2教 育家たちの試み

(1)陶 行知(1891-1946)と 教育活動

①生活教育 と郷村教育運動

デューイ来華時期に通訳を務め、中国におけるプラグマティズム教育の

受容、展開の中心人物 となった陶行知 は、1920年 代に、デューイのプラ

グマティズム教育理念"教 育即生活"、"学 校即社会"を 中国の実情にあわせ

た教育理念"生 活即教育"、"教 育即社会"に 読み替えた独自の教育活動を創

出 した。「生活か ら出発 し、生活を基礎 として、生活の必要 を満 たす」 こ

とを基本 とする"生活教育"、 「学校を小社会」、「社会を大学校」 と見て学

びの場を学校 に限定せず、社会へ と拡大 し、さらに活動 と学ぶことを一体

と見なす実践的な教育方法("教 学倣合一")で ある。これらの考え方によ

り、戦時下の中国に固有の子 ども観が生み出されていった。陶行知 自身

は、"生 活教育"の 考え方 に立 ち、1926年 以降、広大な農村 に焦点を合わ

せた郷村教育運動 を提唱 し、その一環 として幼児教育の普及 をはか っ

た。(6)陶によれば、幼児生活 は人生の中で もっとも重要であり、人生の重

要な習慣、傾向態度が決 まる6歳 以前 に適切な教育を得れば社会の優良な

分子としての生育が得 られる。 しか し、幼苗 と同 じように幼児期に損傷を

受 ければ天折 し、その後の是正はむずか しい。幼児教育は、人生のなかで

もっとも重要な ものであり、「小学教育 は建国の根本、幼児教育は根本の

根本」として普及 してい くべきものであると主張 している。

②幼児教育の課題と改革

当時、中国で行われていた幼児教育 に対 して、陶行知 は、三っの弊害

「外国病」、「金銭病」、「富貴病」を指摘 した。同時期の教育家 にも同様の

指摘が見 られるが、陶は、三っの弊害を 「中国的な、経費を抑えた、平民

の幼稚園」に改革すべ きであるとして、中国の幼児教育の具体的な改革を

明示 し、実践 した(「 創設郷土幼稚園宣言書」1926年)。 特 に、幼児教育

がもっとも必要とされる場 として、母親による家庭教育が十分に行われえ

ない工場と農村を挙 げ、 ここに幼稚園を普及 し、「すべての幼児が幼稚園

を享受できる」 ようにすることを目指 した(「 幼稚園之新大陸 工場与

農村」1926年)。 その先駆けとして、南京燕湖磯幼稚園、暁庄幼稚園を創

設 し(1926年)、 さ らに郷村幼稚園の創設を政府に建議 した(「推広郷村
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幼稚園案」1928年)。

③子ども観の特徴

陶の教育活動の基本方針 は、「教育が児童を創造す る」のではな く、「児

童の想像力を啓発 し、解放する」 ことにあった。陶の教育方法では、教師

はあくまで も 「児童の伴侶」であり、「児童 自身の基礎の上 に、環境の影

響を濾過 し、運用 し、想像力を養い、強め、発揮 させ、力を備えるように

育て、民族 と人類に貢献する」 ことが求められた。 また、当時の社会状況

に立ち、「苦界のなかに成長す る」中国の子 どもを見っめ 「児童の苦界を

児童の楽園に創 りあげ」、「成人が子 どもの隊列の中に生 き、子どもととも

に創造す ること」を求めた。⑦児童の想像力を重視 し、その啓発 と解放を

求める教育観、児童の隊列のなかに成人が入 ることを求める思考は、定型

の育成モデルを拒否す る。民族の未来を担 う教育のあり方を認知 し、求め

なが ら、そのための人づ くりという枠組み、特定化された人間モデルに制

約 されず、いかなる目的か らも自由な主体 として、子どもをとらえようと

するところに陶行知の教育思想の大 きな特色がある。子どもの可能性を子

ども自身のなかに見 出す子ども観、生活教育の理念 は、1930年 代、山海

工学団、報童(新 聞売 りの少年)工 学団、流浪児工学団などの大衆普及教

育運動を生み出 し、戦時下での育才教育、子 ども自身の創造的な活動 とし

て普及する小先生運動、新安旅行団などの諸活動を生み出す根源となった

(詳細 は本論文の続編(4)に 記述予定)。

(2)陳 鶴琴(1892～1982)の 教育論

①家庭教育論

陶行知 と同世代である陳鶴琴は、児童心理学者 として、幼児教育の科学

的研究分析を基盤に、幼稚園教育の中国的展開、開拓、普及活動に力を注

ぐとともに、家庭教育を重視 し、父母の子どもに対するあり方に多 くの提

言、研究業績 を残 した。特に、1920年 より自 らの家庭で、実子一鳴を対

象 に行 った家庭教育、な らびに1923年 に自宅 に開設 した南京鼓楼幼稚園

での教育実践(1923年)は 、家庭教育、幼児教育それぞれの発展に大 き

く寄与 した。(8)

陳鶴琴の主張の要件は、幼児の心理的精神的発達を理解せず 「大人の ミ

ニチュア」 と見なす中国の旧い子ども観の誤謬を正 し、児童期の固有性 と
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児童の個性、人格を尊重すること、な らびに子 どもを父母の私有財産 と見

な し、父母 との関係によってのみ価値付けることを厳 しく批判 した点にあ

る。幼児期の固有性 と可塑性、子どもの社会的存在を認知する考え方に立

ち、幼児教育をすべての教育の基礎 と見なし、将来の国民 としての素養を

左右する重要な意義をもっものとして、高 く位置づけた。

幼児教育を構成するのは、家庭教育と幼稚園教育の共同作業である。家

庭教育は、国家の未来、全民族の資質に関わる偉大な国家事業であり、重

要な社会的意義を有 している。家庭教育の担い手である父母 は、最初に子

どもを教育する人生最初の教師である、 こうした考え方のもとで記された

《家庭教育論》(1925年 、1981年 重版)は 、科学的児童観を根拠 に置 き、

101条 に渡 って父母が果たすべき役割、行 うべき育児法を、具体的かっ詳

細 に論 じている。国家 との結びっ きを重視 し、子 どもを家庭の枠内に置 き

っっ、父母の専有か ら解 き放っ ことを目指 した教育観、子ども観によ り、

中国家庭教育のバイブル的存在 として、現在にまで至るロングセラーとし

て版を重ねている。

②抗戦期の 「活教育」論

1930年 代抗戦期 に入 ってか らは、幼児教育 と国家社会 との関わりをさ

らに強化 した 「活教育」が生み出され、陳鶴琴の教育思想の基本支柱 とし

て確立 された。「活教育論」が提起 された背景 には、国家存亡の危機の時

代 に、戦時活動に参加できない幼児教育は無用であり、破産 し、解散すべ

きものであるという認識がある(「非常時期的児童教育」1937年)。 その

基本主張は、「国家の強盛 と民族の復興」 とい う時代の使命のもとで、「国

家と民族意識 に富む新国民」として、高い環境適応能力(「 環境に適応 し、

環境を制御 し、環境を利用できる」)を 備えた人材作 りを実現 し、「人間と

して、中国人 として、現代中国人 として」のあ り方 を追求す るところに

あった。 この主張のもとで、抗戦期間中、児童保育会を組織 して自ら会長

を務め、児童保育院、報童学校などを創設 し、被災児童の救済活動、孤児

保育実現にあたった。組織の一部は中国共産党の地下組織 として、抗 日運

動推進の役割 も果 たしている。抗戦期の教育理論 として生 まれた 「活教

育」論は、中国社会の現実条件に緊密に結合 し、中華民族の自由、平等、

独立、解放を求める現代中国の代表的な教育理論 となったが、20年 代の

思想に比べ、児童を将来の国家、民族の担い手 として見なす枠組みがより
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鮮明になり、育成モデルに向けて幼児を定型化する方向性が強化されてい

る。(9)

(3)張 宗麟(1899～1976)の 教育論

①家庭教育論

陶行知、陳鶴琴の思想的影響を受 け、かっ民族性を重視 し、幼児教育の

中国化を探求 した教育家張宗麟 は、1934年 に、時代 の潮流にそ ぐわない

父母の事例8種 類 と時代の潮流に応える父母の条件5種 類を挙げた一文

「どのように時代の潮流 にあう父母 となるか」(「悉様倣合乎時代潮流的父

母」)を 発表 している。時代の潮流にそぐわない事例のうちには、「子ども

の売買」、「女児の間引き」、「子どもの養育に科学性、衛生を重ん じない」、

「多産を奨励す る」、「私生児を蔑視する」、「子どもに宗教 を信 じさせる」

などがあ り、時代に呼応する父母の条件 には、「健康な体」、「時代の要求

にあう思想」、「子女に対する私有観念の打破」、「養育と教育を請け負 う自

覚を持っ」、「児童の保健教育に初歩的な科学知識をもっ」などが挙げられ

ている。時代の潮流にそぐわない要件 として挙げられた 「子 どもの売買」、

「女児の間引きの禁止」、時代の潮流に見合 う条件 に挙げられた 「子女に対

する私有観念の打破」には、当時の家庭状況の深刻な現実が如実に反映さ

れている。また、 この家庭論の末尾では、一刻 も止 まらずに進歩する世界

に対 して、 自らが時代の潮流に呼応せねばならない上に、 さらに子どもを

時代の潮流にあ うように育てていかねばな らないこと、「子 どもが人類に

貢献 し、人類 に対する搾取を行わないように指導すべきである」と結んで

いる。民族化の追及 とともに、子どもを人類の一員として育成する方向を

志向 している点に、偏狭な民族意識を越える教育への契機、子ども観の特

徴が読み取れる。

②張宗麟の教育思想と 「児童解放論」

張宗麟の教育思想の特色であり、その重要課題 となったのが民族性の重

視 と強化である。民族 としての自主性、中国固有の特色、民族の風格を独

立国家としての教育精神 と見て、帝国主義国の教会によって専有された教

育主権を取 りもどし、 自主独立の幼児教育を打ち立てること、欧米の模範

によらず、中国の幼児教育を生み出すことを目指 した。さらに、第2点 の

特色、課題 となったのが幼児教育の大衆化で、幼児教育を富裕層の付属品
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とせず、労農大衆に奉仕する幼児教育として振興 し、労農大衆の子女の苦

難 を軽減することを求 めた。陶行知の郷村幼稚園の創設、振興 にも賛同

し、郷村における幼児教育の進展を重要な教育事業と見なして、その実現

のために大量の調査研究 と科学的実験を行い、幼児教育を担 う教師の育成

に力を注いだ。こうして、民族性、大衆性、科学性 を備えた幼児教育の方

向が追求された。

張 も他の教育家同様、幼児教育を各種の教育の起点に置いているが、児

童を託せる第1の 場を家庭であると見な し、父母 との接触を第1の 教育事

業 に掲げた。 また、児童の発展のためには、児童の自我の社会化と心身の

正常な発展が必要 になるとして、その重要性を強調 した。特 に、児童の

口、手足を縛 り、大人の決めたルールで児童を束縛することを厳 しく糾弾

する児童の解放論を説いた。民族性 と中国の自主独立を目指 した教育観で

ありなが ら、児童を定型モデルに育成することを画一的に求めるものでは

なかった点に、張宗麟の教育思想のもっ子ども観の特徴が読み取れる。

(4)張 雪門(1891年 ～1973)の 教育思想

若 くして中国の幼児教育事業に志 し、21歳 において校長職(漸 江省寧

波)に 就いたのを皮切 りに幼稚園の開設や幼児師範学校の振興に力を尽 く

し、45年 以降、台湾に活動の場を移 して、生涯を幼児教育の進展 に貢献

した。その教育思想の基本は、児童の心身の発展 と社会環境の統一を重ん

じることにある。

張によれば、中国における幼児教育の課題解決 には、幼稚園における児

童の心身の発展と社会の現状を連係 して、社会の現状に根ざした民族の解

放、児童の要求にあわせた社会の基礎的建設を行 うことが必要となる。幼

児の心身の発展のみを重ん じて社会の現状を軽視 したり、社会の現状を重

ん じて児童の心身の発展を軽視 した りすれば、児童の心身が損 なわれる。

教育の対象である児童 と幼児教育の目的は、 ともに軽視できず、幼児教育

の目的の確定 と幼児 をどのよ うな人に教育す るか は、不可分の課題であ

る。こうした認識のもとで、国家の雪辱を原点に して、民族振興の出路を

幼児教育に求め、民族の次世代 となる幼児は、たとえ幼 くても現在の中華

民族の使命を負 うものと見なされた。張においては、現在の民族の置かれ

た状況により、幼児の使命が規定され、幼児教育の目的 と内容、方法が策

定 された。
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張における民族、民主教育の目的は、具体的には民族の劣った資質を取

り除 くこと、民族の自信を喚起 し、労働 と客観的な習慣の態度 を養成 し、

中華の自由平等を獲得するために、帝国主義に対 して戦 う決心と実力をも

っように鍛えることにある。「幼児教育の 目的は、完全に児童本意である

べき」であるとしなが ら、環境への適応を要請 し、社会 と児童を連係 して

一体のものと見なすため、児童中心主義の観点 は、あくまでも民族の必要

とする次世代創出のための方法論 として成立することになる。民族的主義

的要素が強まれば、強まるほど、対象 としての児童は、民族の興亡を担 う

人間モデルへと作 り上げられていく。民族性 と幼児教育の連関性がきわめ

て強固な教育観といえる。

(5)民 族の課題 と幼児教育

以上のように、中国の国情と社会環境に即 した幼児教育の探求は、1920

年代か ら1930年 代、そして抗戦期にかけて、 さらに進展 し、 しだいに民

族意識が強化 されていった。特に、中国に対する日本の侵攻 により、民族

の危機意識が強化 されるほど、新国民 としての民族モデルがよ り強化 さ

れ、幼児教育のモデルとして追及された。また、戦時下の厳 しい生活状況

のなかで、幼稚園教育の中国化、大衆化を目指す教育家たちは、普及の難

しい幼稚園教育の現状に立ち、家庭教育を重視 し、家庭教育 の向上、進

化、発展を求めて、思想的営みを強め、思索を深めていった。

3国 民政府による幼児教育の制度的整備

(1)幼 稚園教育

1927年 、南京国民党政府成立後、幼児教育制度の法的整備が進 んだ。

1931年 の第3回 国民党中央委員会で決定された 「三民主義実施原則幼稚

園之部」において、幼稚園教育の総 目標として 「倫理知識を重ん じ、多 く

実践 し、児童の忠孝仁愛信義平和の徳性を育てる」 ことが掲げ られた。そ

の具体的 目標 には、児童の心身のすべてを三民主義教育に融合する、児童

の個性と集団性を三民主義教育の指導の下でバランスよく発展させる、三

民主義教育の下で、児童を実際の生活に適合する初歩的知識を備えるよう

にさせることな ど、三民主義の教育方針の徹底が挙げ られた。翌32年 、

国民政府の教育部が 「幼稚園課程標準」を領布 し、さらに国内外の経験、
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陳鶴琴、張雪門、張宗麟 ら教育家などの幼稚園課程の実践的経験 も吸収 し

て、1936年 に修正案を公布 した。 これによれば、幼稚園教育の総 目標 と

して幼児、児童の心身の健康の増進、幼児、児童の快楽 と幸福の追求、人

生の基本的優良習慣の養成、幼児児童の家庭養育への協力 と改良はかるこ

とが挙 げられている。また、「幼稚園課程標準」とともに交付 された 「幼

稚園設置弁法」(1943年 に修正 して、公布実施)に より、幼稚園制度を通

じて児童期 と児童の存在を尊重することが求められた。清末より民国初期

にかけて導入 された児童中心主義の思考が、 ここに至 ってようや く制度的

にも尊重されるようになったと言える。

(2)家 庭教育

①家庭教育の制度整備

1932年 の 「幼稚園課程標準」、及びその修正案(1936年 公布)で は、家

庭教育は、幼稚園教育を助けるものであ り、社会的意義を備えた機関 とみ

なされている。1940年 の 「推行家庭教育弁法」は、政府の教育主管部が

制定 した家庭教育に対す る専門的な法規で、19条 か らなり、家庭教育の

管轄責任部門 と業務遂行の詳細(管 理、経費、監督、検査など)を 規定

し、各 レベルの行政機関、団体 との関係、家庭教育の推進、振興のための

諸活動などの活動内容を挙げている。家庭教育の推進、振興のために、講

習班の実施を掲 げてお り(8条)、 これに基づ き 「家庭教育講習班暫行」

(1941)を 公布 し、民族意識の啓発、家事常識の普及、家政管理の改善を

目指す講習会活動が行われた。家庭教育における教育責任は、父母にある

と見なされているが、実際に行われる講習班の対象はすべて女性と規定 さ

れてお り、家政の管理 と子女の育成を女性の役割 とする性別役割分担の状

況が明確 に反映 されている。そのほか、「家庭教育実験区設施計画要点」

により、四川省に2箇 所の家庭教育の実験基地を作り、家庭教育の進化を

目指す実践的、試験的な事業 も行われた。(10)

②家庭教育論

全国の家庭教育事業の管轄部門であった教育部社会教育司が全国の社会

教育機関と社会教育事業者 に推薦 した家庭教育の補導用教科書に、《家庭

教育》(王 鴻俊著1940年 非売版、1942年 初版 正中書局)が ある。 もと

もと社会教育事業の発展のために社会教育司により編まれた 《社会教育補
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導叢書》の1っ で、全3章(家 庭教育 の意義、要項、遂行)13節 、付録

(関連法令、参考書 目)か らなる。児童の生活の中心である家庭教育の重

要性を基礎に置き、父母、家長の役割、家庭教育の種々の任務を説き、 さ

らに家庭教育の担い手 として必要 とされる父母教育にっいて説 いている。

あるべき父母 の理想像 とは、"良 父賢母"で あり、「"良父賢母"を 訓練す る

ことが、家庭教育を行 う基本事業である」 との考え方が基本 にすえ られて

いる。

目指すべ き父母像"良 父賢母'の 条件で、筆頭に挙 げられてい るのは、

「宗法の放棄」、「家父長制の徹底的な放棄」の要請である。「夫権観念があ

るために、児童は父母の間にある不平等を感 じ取 り、男尊女卑があるため

に相互の待遇の違いを感 じ取 り、父権の観念があるために、父親を特別に

荘厳で恐るべきものと感 じる。児童を私産 と見な し、父母の付属品とする

ために、独立 した人格が失われる。父母教育では、父母 としての正 しい観

念を注入 し、家庭において一切の権力と権勢、不平等性を取 り除き、合理

的民主的な制度を実行 し、各種の溝を取 り除 き、児童の親愛で活発な精神

を養い、"児 童私有"の 観念を"児童国有"の 観念に換えるべ きである。児童

を深 く理解 し、学び、行動 し、社会に献身 して、民族の栄光を増 し、民衆

のための福利をはか り、ただ1人1家 のために生計をはかることのないよ

うにする。ひとたび国家 に事があれば、個人の自由、家庭の幸福を犠牲に

して、民族、国家 に献身できるようにする」、と述べている(第4節 「家

庭教育与父母教育」甲)。

40年 版の出版時には、39年 非売版にはなかった民族意識が挿入されて

いる第2章 「家庭教育の要項」では、"家 族、宗族"の 意識が強 く、"国 族"

の意識が弱い中国人の考え方を変革する必要性を説 き、民族国家の生存を

勝 ち取るために、個人 と家の利益を惜 しまず犠牲 にすべ きであると説いて

いる。特 に、児童 の民族意識 を啓発 し、「民族至上、国家至上」の観念を

養成 し、民族の健全な成員として、国家のために忠を尽 くし、民族のため

に 「孝」を尽 くす ことを強 く要請 してい る。「国家未来の主人公であ り、

民族の継承者」である児童 は、未来の国民 としての資質を優良にするため

に、児童時代か ら養成訓練 しなければな らない。社会の基本組織である家

庭 にとって、幸福の基礎 は児童であり、親子関係の基本は、父母に対する

「孝」、子女に対する 「慈」 にある。子女を産み、育て、教え、一人前にす

る父母の恩徳の大 きさに比べ られるものはな く、「孝」は人類における理
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想、道徳の最高原則である。

以上のように、儒教倫理を基本に しっっ、「児童私有」か ら 「児童国有」

を目指 した王鴻俊の 《家庭教育》は、父母 と子女か らなる 「家の子」を基

礎 に置 き、「民族の子」、「国家の子」 の創出を目的に掲 げている点 に大 き

な特色がある。宗族の子 としての役割を否定 し、父母と子の関係のみを対

象 とす る 「家の子」と 「国の子」を直接結 びっける考 え方 は、「家」 と

「国」の直結 により、国の強化をはか る国民党政府の家族観 と一致する。

国民党による国家政策の意向を忠実に反映 した家庭教育論、子ども観の典

型 と言える。

(3)義 務教育制度の整備

清末以来の幼児教育に一定の発展が見 られたが、初等教育では、国民政

府 の所在地である南京 の就学率が全国で もっとも高 く30年 代を通 じて

69.6%、 その他 の章では30年 代の上海56%、 広東、漸江43%、 湖南22.2

%、 安徽14.4%、 遼寧33.1%黒 竜江14.5%で 、辺境の少数民族地帯 はさら

に低 く新彊氏3.0%、 チベッ ト3.2%で ある。(11)1935年には国民政府行政院

よ り 「実施義務教育暫行弁法大綱」、「実施義務教育暫行弁法大綱施行細

則」、1937年7月 には 「学齢児童強迫入学暫行弁法」が公布された。 これ

によれば、学齢児童をもっ家長が貧困であれば、学費免除、公費援助など

により児童に就学の機会を保障す ること、児童労働者の雇用主による就学

期間中の給料減額の禁止、寄付などにより貧困児童の衣食を解決せねばな

らない義務などが定められている。 さらに、入学すべき児童を就学させて

いない場合、家長に一定の処罰が下 され、無断欠席、無断退学にも相応の

処罰が下されるなど、法規上は義務教育の普及に積極的な内容が盛 り込ま

れている。 しか し、実際には多 くの未就学児童が存在 していた。その事実

がこの法令の無力さ、実効性のなさを見事に物語 っている。(12)

4中 国親族法と家族観

幼稚園教育、家庭教育、義務教育の施行、 と国民国家 としての教育体制

の制度整備が進められたのと平行 して、民族、国家の基本 となる家族制度

にっいても法整備が進め られた。以下、1929年 より1930年 にかけて行わ

れた国民党政府における法整備のなかで、親族法 に注目し、親子関係、結
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婚問題について、その特色を取 り上げることにする。

(1)親 族法の制定

①親族法と家制度

1931年 に国民政府により制定 された民法親族法(1930年 交付、31年 修

正)は 、他の多 くの法規同様、公布 されたものの、法規定 として実質的に

機能するにはいたらなかった。 しか し、父母 と子女の関係について、旧時

代 とは明確に異なる親子観、家族観が示されている点で、当時の法におけ

る親子観の考え方を知 る手がかりとなる。31年 制定の民法 は、 ドイツ法

にな らい、総則、債権、物権、親族及び継承の五編か らなり、第4篇 親族

には、通則、婚姻、父母 と子女、監護、扶養、家、親族会議の7章 があ

る。家制 をとることにっいては、第1次 草案か ら成立 までの4回 の草案

で、二転、三転 した結果である。すなわち、清代法律館編纂の旧法では家

族主義を採 り、家規定が設 けられていたが、新法では、第1次 草案で個人

主義を採 り、家制を廃棄、第3次 草案で再び家族主義を採 り復活、第4次

草案で個人主義をとりまた廃棄、最終的に人々の観念に根強い家制を残す

方式が採択 された。二転、三転の背景 には、家族主義か ら個人主義へ と進

展する時代の趨勢を認識 しなが ら、なお中国社会の社会組織形態として根

強い家を廃止することに対する社会的懸念、社会秩序の保持 に関する危惧

が強かったためである。中央政治会議の決定では、「中国の家制度 は数千

年来社会組織の基礎をな してきたものであり、 これをひとたび根本より覆

そうとすれば、その行いがたさは疑 うところなく、あるいはまた社会への

影響があまりにはなはだ しい。事実上、 この組織を保留することをもって

宜 とし、法律上 においては、 自ずか ら家制 の存在 を承認すべ きである」

(親族法審査意見書第8点 の説明)と している。こうして家制の規定は残

されたが、内容面では、祖先祭祀の条項の削除をはじめ、家族主義と異な

る個人主義の立法をとり、親子関係、家長の規定などに、新時代の観念が

反映されている。(13)

②民法上の年齢規定、婚姻年齢

民法の権利能力は、胎児か ら個人の利益が発生するものと見な し、行為

能力は満12歳 か らを成人 と して認 めている。また、7歳 未満の未青年は

行為能力を もたないが、7歳 以上の未成年にはこれを認 め、未成年で結婚
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しているものの行為能力 も認めている。 しか し、婚姻事態 は、男満17歳

未満、女満15歳 未満の婚約、男満18歳 未満、女16歳 未満の結婚 は認め

ず、未成年の婚約、婚姻 は、ともに法定代理人の同意を必要 とした。1915

年北洋政府の草案段階では、男16歳 未満、女15歳 未満を結婚不可能年齢

としていたか ら、1歳 で はあるが結婚可能年齢を引 き上げた ことになる。

また、早婚の改善をはかるとともに童養娘 も禁止 した。

③家制 ・家長 ・親子関係

民法上のいわゆる家は、同一戸籍に属する者(日 本)、 戸籍に関わ りな

く共同生活を営む者など、各国の立法 により異 なる。中華民国親族法で

は、旧法は同一戸籍に入 る者を基準 とする形式主義 を基本に した上で、同

居者 を含める実質主義を採用 していた。 これ に対 して、新親族法 では、

「永久の共同生活を目的として同居する親族集団」 と規定 し、実質主義を

採用 している。家長の定義では、旧法の権利に重 い規定から義務の観点を

強める規定 に修正 し、親子関係 の規定 も子女 に対す る父母 の権利を示す

「親権」か ら、両者 の平等の関係 を示す 「父母 と子女 の関係」に変更 し

た。こうした変更点により、親族法の基本思考が従来の家族主義か ら個人

主義へと変化 したことが読み取れる。

祖先祭祀の廃止を規定 し、家制を父母と子女の関係を核に し、財産継承

権を男女に認めた(未 婚者を含む)こ とは、男系血統を偏重する伝統的家

族制度を打破する原理を制度的に導入 した意味をもっ。また、親子関係に

おいて、子に対する親の専有権を認めず、婚姻における子女の主権を規定

したことは、子の親に対する独立 した人格を保障する意味をもっ。法制度

上 における親子関係、子 ども観の大 きな変化 といえる。そのほか、童養娘

の禁止により、女児に対する保護観念を成文化 したことも進歩的な側面 と

いえる。 しか し、納妾を禁止 し、家族の構成員に妾 を認めなかったことに

より、従来保障されていた妾の法的保護が奪われる結果が生 じるなど、新

たな民主的規定の誕生が正負二重の意味が生 じる問題をもっていたことも

理解 してお く必要がある。(14)

(2)現 実の家族状況

旧法の親権、家長権の強い家族制度を改めた新時代の親族法は、法観念

に反映された子ども観、家族観 としては画期的であり、重要な意義をもっ
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ている。 しか し、 この親族法は、上述 したように公布されなが ら、実際に

法的効果を生み出す ことができず、その存在が都市でのみ知 られた有名無

実の存在であった。また、オルカ ・ラングや、民国期の社会学者、優性論

者藩光旦の調査で は、若手 の間で も家族制度 に対す る保守的な思考が強

く、主婚権をもっべ き当事者自身が父母の意向を重視する傾向が強 く示 さ

れている。「孝」の観念 によって支え られている扶養義務にっいても子 ど

も世代が自ら積極的に支持する思考を示 している。 これらにっいては、次

項 において、やや時代を遡 るものであるが、意識調査を参考資料として取

り上げた。

(3)家 族調査と藩光旦の家族論

1)《 時事新報》意識調査(1927年)

1927年6月 、《時事新報》「学燈」で読者に募 った家庭問題 に関する意

識調査が行われた。前後3回 の調査で、計317(女 子44人 、13.9%、 男

子273人 、86.1%年 齢14歳 ～57歳 、30歳 までの青年女子41人 、女子青

年男子233人)の 回答 を得た(調 査 データの対象、範囲 など、詳細 は、

『成践法学』次号掲載予定の参考補助資料(3)の 後半を参照)。(15)《時事

新報》の販売部数の百分の一という数値なが ら、家族問題に関する社会世

論 の傾 向を物語 るもので あり、溢光旦が調査結果 に分析 を加えて いる

(《中国的家族問題》1936年)。

2)家 族制度

家族制度 について、下記 の4問 がある。数値 はそれに対す る回答であ

る。

①家族形態

1、 中国の大家族制度 には、 いろいろな価値が あるか ら、保存 され るべ きで ある。

賛 成 者9129.0(男79女12)

不 賛 成 者22671.0

(男194女32)
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2、 欧米 の小家庭制度 にはいろいろな価値 があ り、完全 に採用すべ きで ある。

賛 成 者12640.5(男106女20)

不 賛 成 者18559.5(男162女23)

*未 記 入6(男5女1)

3、 欧米 の小家 庭制度 は採用 してよ いが、祖父 母、父母 は子 あ るいは孫の代 と順

番に同居 し、扶養 を受 けるべきである。

賛 成 者20564.7(男174女31)

不 賛 成 者11235.3(男99女13)

4、 小 家庭制 取 り入れ、祖父 母 と父 母 の生 計 は子 あ るいは孫 の代 が受 け持つ が、

同居 は しない

賛 成 者19461.8(男167女27)

不 賛 成 者12038.2(男104女16)

*未 記 入3(男2女1)

*大 家族制 は、 祖孫父子 のほか兄弟叔 父甥 などが長期 に暮 らすか生計 が1っ であ る

もの、小家族制 とは夫婦及 び少数 の子女 か らなる場合 を想定 して いる。

上記の結果を基にして、播光旦が提出 したのが家族に関する2種 類の公

式である。すなわち、親(基 本世代)が 子ども(第2世 代)を 養育するの

みで、子どもか らの扶養がない家族(小 家族制)と 、親世代が子どもを養

育 し、かっ子 ども世代から扶養を受 ける家族制である。後者 は、中国の伝

統的な大家族の もっ枝葉を取 り除いた(夫 婦 と子 ども)形 態で、欧米小家

族制と同じく小家族を基本として構成 される。中国の伝統的な家族と異な

る点で、折中型と名づ けられている。親子間の相互扶養方式をとらない西

欧型の小家族 に対 して、親子間の相互扶養方式を採用 しながら中国の伝統

的大家族制 の煩雑 さを避け、核家族をとる小家族制 は、中国の状況に見

合 った妥当性を もち、かっ望 まれている家族モデルと評されている。(16)こ

の比較方式 は、本論文(2)(『 成践法学』82号)に も記述 したよ うに、

現代中国の社会学者費孝通が、現代中国の家族 と西欧社会の家族の比較公

式 として取 り上げたものと同一である。費孝通の理論モデルでは、親子間

の扶養の有無ではなく、扶養役割が義務権利関係 として法規定を もっか否

かに、公式成立の要件が求められている。播光旦 は、法規定の有無を根拠

としていないが、中華民国民法 における扶養規定、現代中国の憲法(80

年)、 開国以来の婚姻法における扶養規定を見れば、中国の家族公式と し

ての普遍的な意味が見出せる。民国期以来の長いスタンスをもったこの家
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族 モデルは、都市型核家族が増えるなか、今後変動する可能性をはらんで

いるが、中国における家族の公式 として、歴史的に保持されてきた息の長

さ、その持続性に注 目したい(播 光旦分析、及び費孝通の理論モデルにっ

いては、『成践法学』次号掲載予定の参考補助資料(3)の 後半を参照)。

②祖先祭祀

5、 祖 先 の祭祀 には、十分 な宗教 的神秘的価 値が あ り、

にするのがよい。

これ を維 持 し、 よ り大 切

賛 成 者4614.5(男37女9)

不 賛 成 者27185.5(男236女35)

6、 祖 先 は記念 すべ きであ るが、祭祀 の方式 は と らず、他 の方式 を用 いて これに

変 えるのがよい。

賛 成 者25681.5(男223女33)

不 賛 成 者5818.5(男48女10)

*未 詳3

上記の回答 によれば、祖先祭祀への観念は抱かれているものの、宗教的

な観念によるものではな く、違和感のほうが強 くもたれている。祖先祭祀

による宗族、家族観念の形成要素は、少なくとも重視されてはいないもの

と読み取れる。

③婚姻の裁可

33、 完全 に父母 あるいはその他 の親族 中の目上 の者 が決 めるのが よい。

賛 成 者200.7(男2女0)

不 賛 成 者26899.3(男268女44)

*未 詳3(男3)

34、 本人 が決 め、父母 の同意 を得 なければな らない。

賛 成 者13241.8(男107女25)

不 賛 成 者18458.2(男165女19)

*未 詳1(男1)
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35、 本人 が決 め、父母 の同意 を求 めなければな らない。

賛 成 者25380.6

不 賛 成 者6119.4

(男216

(男54

女37)

女7)

*未 詳3(男3)

36、 完全 に本人 が決 めるのがよい。

賛 成 者10734.4

不 賛 成 者20465.6

(男93

(男175

女14)

女29)

*未 詳6(男5女1)

婚姻に関する決定では、父母、 目上の者による決定には強い反対がある

ものの、当人のみの決定 にもなお反対が多い。婚姻にっいて本人の決定を

重視するとともに、父母の同意にっいて、あるほうがよいではな く、得な

ければならない ものと考えている点に特徴が読み取れる。婚姻は、なお本

人の問題であるだけでな く、父母の存在と不可分である。子 どもを完全な

個人とは見な しきれない子 ども観が父母の側ばかりでなく、子どもたる子

女 の側にも根強いことがわか る。播光旦の分析で は、父母の意見に対 し

て、子女が判断の妥当性を期待 している一面が指摘されている。青年層で

は、人生の大事に対 して、父母の判断力に信頼感を寄せている側面 もある

と推察される。

(4)「 母の息子たち」の結婚

前項で取 り上 げた 「婚姻の裁可」に関する意識調査にもうかがえるが、

子 どもの個性を尊重 し、子 どもの人格の独立性を尊重する気風は、五四新

文化運動以降の社会思潮 となっていた。 しか し、そうした主張を提唱 した

清末民初の知識人層が、 自らの結婚においては、必ず しも自己の意思を貫

徹 しえてはいなか った。父母、特に寡婦となった母 の意向を受け入れて旧

式 の結婚に同意 し、その後、 自らが自由恋愛により、新たな伴侶を選 び、

二重婚の悲劇が生まれる状況がかなり多 く見 られた。た とえば、「犠牲者

である女性の道連れとなり、後の世代を解放 しよう」 と提起 した魯迅は、

母の選んだ旧式結婚の相手 に対 して経済保障の責任を果たしたものの 「母

の嫁」と呼んではばからず、「母なければ子 は強 し」、感謝は人の生きる力

を奪うものであるとの思いを一度ならず吐露 している。また、胡適は結婚

にあたり、 自らのためではなく、母のための結婚であることを従兄弟宛の
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手紙にもらしている(以 上、魯迅、胡適の関係文献 は 『成践法学」次号掲

載予定の参考補助資料(3)の 後半 に収録)。 西欧近代の思想の洗礼を受

け、女性の抑圧の歴史を知ればこそ、伝統社会において女性抑圧を受け止

めなが ら自らを慈 しみ育てた母(特 に寡婦)に 対する思いが、息子として

の自由な行動を規制す る大きな力 となっていた。父母の意向、特に寡婦 と

なった母の決めた旧式婚姻 と自らが選んだ新伴侶 との二重の婚姻悲劇は、

個別の事情、個人の資質 に関わるとはいえ、当時の社会構造、近代中国の

歴史的構造より生 じる問題である。 この ことは、旧式の子 ども観が父母の

側だけでな く、子どもの側にも強 く存在 し、成人 になってもなお親子関係

を強 く規定 していたことの例証である。旧中国の子ども観は、親の意向に

自己の意志を反映で きないばか りか、む しろ自らの意志で自己の要求を放

棄する子ども自身の内面を形成す るものであった。

(5)ソ ビエ ト区の法規定

共産党の支配する根拠地で も、1928年 以降各地の革命根拠地で婚姻条

例が作 られ、1934年4月 に 「中華 ソビエ ト共和国婚姻条例」(1931年 版の

修正版)が 公布 された。また、同年12月 には 「中華 ソビエ ト共和国憲法

大綱」(31年11月 の修正版)も 公布 され、婚姻、離婚の自由、離婚後の

児童の養育に対する保護、早婚 と童養姐の禁止、児童労働の制限、可能な

範囲での無償義務教育など、児童の生活、婚姻、労働上の保護、文化教育

に関する条項が規定された。離婚後の児童養育で は、女性が養育 した場

合、男性側は16歳 までの養育費の3分 の2を 負担すること、女性の再婚

時に養父 となるものが養育を希望する場合 はソ ビエ ト政府に届け出るこ

と、成人になる以前に養育を放棄することを禁止するなど、児童保護策が

明記 されている。婚姻条例 は、各地で内容(細 則)が 多少異なる面があ

り、憲法大綱 も 「陳甘寧辺区施政綱領」は1941年 、「陳甘寧辺区憲法原

則」は1946年 に、それぞれ批准 され、婚姻政策、児童保護、教育政策に

っいて憲法による保障が提出された。

5働 く子ども

児童中心主義の子ども観、子どもの独立 した存在を認める近代的な法観

念などに近代的な子ども観実現への試みを見 ることができる。 しか し、幼
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稚園教育を受 けられる幼児は余 りに微少であり、家族法の規定に守 られる

幼児がどれほど存在 しえたかという点では、現実 における機能はあまりに

も弱か ったと言わざるをえない。国民国家 としての建前 として掲げられた

制度の裏では、多 くの貧 しい子どもたちが貧困のなかであえいでいた。そ

の根底には、子どもの労働が稼ぎ出すわずかな給料で も手放せない家庭経

済、粗悪 な食物で も得 られるだけま しであるとい う劣悪な生活状況があ

り、子 どもを資産 と見な し、その労働 に頼 らざるをえない極度 の貧困が

あった。幼児労働は、雇用者にとっては廉価で有用な労働力であり、貧 し

い労働者家庭か ら成人 と幼児労働の2っ を引き出すために、大人と子ども

の賃金を抑えることが必要であった。以下、当時、大多数の子どもが置か

れていた過酷な現実、児童労働 とこれをめぐる法規定 にっいて取 り上げ

る。

(1)児 童労働者("童 工「「)

農村地帯の貧 しい中、雇農と都市の下層民が人 口の大多数を占める旧中

国では、多 くの子どもにとって、生 きることそのものが生存を得るための

戦場にほかな らなか った。貧 しい農村では、親が生 き延びるための方途 と

して子どもが売 られた。女児は童養姐、あるいは娼婦や小間使い、男児は

徒弟や鉱夫、そ して男女ともタバ コ、紡績、マッチ、電球などの工場な

ど、彼 らが働 けるところな ら、どこにで も売 られた。旧中国にはびこる児

童労働の多 さに、アメリカ人 ジャーナ リス トニム ・ウエールズは、「中国

は児童の労働 に依存す る国だ」、「あらゆる階級のあ らゆる親が子どもを自

分のために働かせるという、古い権利 に執着をもっている」、「私は、中国

人民の約半数 は児童労働 に巣食 う、怠惰な寄生虫ではなかろうかと考える

と きが しば しば あ る」、と語 って い る(邦 訳 「人 民 中 国 の夜 明 け』

1965)。(17)児童労働の過酷な現実にっいては、 フランス人作家 ボーヴォワー

ル、社会学者オルカ ・ラングはじめ多 くの記述が見出され る。(18)これ ら外

国人の著述に引用され、旧中国の児童労働状況にっいて貴重な資料を提供

しているのが、1923年 上海工部局か ら 「児童労働委員会」の委員 に任命

され、幼児労働の状況 を調査 したM・ アンダーソンの著述(邦 訳 『支那

労働視察記』、1939年)で ある。(19)これには、解放前の中国社会 の幼年労

働者の悲惨な状況が驚 きと嘆きを込めて記されている。以下 は、これらの

著述、及び関連資料か ら抽出 した解放前の幼児労働の概況である。なお、
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児童労働の規制をめ ぐる法規の一部は、『成践法学』次号掲載予定の参考

補助資料(3)の 後半に収録する。

(2)児 童労働の状況

幼児労働者の年齢は、通常は10歳 ぐらいであるが、早 ければ5、6歳 の

者 さえも少な くなかった。労働時間は、成人と同 じ12時 間か ら長 い場合

は16～18時 間にまで達 したが、給料 は成人の半分だ った。 しかも、農村

などか ら売 られてきた場合は、請負人が3年 から5年 の住み込み賄いっき

で、給料 を出さない契約が交わされ、本人には身柄を自由にする権利が

まった くなか った("包 身工")。 請負人は、毎月工場か ら出され る給料

4～5元 の うち、1～2元 を親 に支払 うのみで、本人は無月給で、年季があ

けて、能力があれば給料を もらえるようになれる仕組みであ った。 しか

し、劣悪な労働条件、生活環境のなかで、健康な成人に成長できるかどう

か じたいが不確実であり、将来 に対す る保証 とはなりえないのが実情で

あ った。労働が激 しい上 に、 しば しば工場主や現場責任者か ら虐待 を受

け、殴 り殺 される者す ら珍 しくなかった。一部の記述には、蒸 し風呂のよ

うな製糸工場で、18ミ リの鉄線を束ねたムチをもっ監督が12時 間労働を

す る幼児労働者 を背後か ら打っ とい った光景が見 られた との記録 もあ

る。⑳子どもたちが働 く職場 には、マ ッチ、電球、ね じ、紡績、おもちゃ

工場、洗濯屋などがあった。紡績工場では、長時間熱湯を使 って繭を紡

ぎ、指や目を充血させ る子 ども、マッチ工場では無防備に素手で有害物質

(リ ン)を 塗 り、その手で物を食べる子 どもなどの状況が記 されている。

過剰な長時間労働 に加え、休 日はもちろん休息時間す ら満足 にとれぬた

め、疲労のため機械の上 に倒れ こんで足を切断するもの、機械に巻き込ま

れて死亡するものなど、過労による労働災害 も多発 し、工場内に怪我や病

死 にいたる者が多数見 られたとい う。(21)さらに、鉱山には、大人にできな

い極端に狭い坑道での作業を強いられる幼年鉱夫たちがいた。労働は非常

に過酷で、たちまちのうちに生育を阻まれ、病気 になる者が多かったとい

う。無給、あるいは薄給(成 人男性のほぼ3分 の1)の 上、休み時間 もな

く長時間続けなければならない激 しい過酷な労働、劣悪な労働、生活環

境、飢えや寒 さ、虐待など、まさに牛馬に等 しい労働を強いられていたの

が、中国の児童労働 実際には幼児労働であった。 しかし、どれほど過

酷な条件であって も、また低額の賃金、残飯に等 しいような食べ物であっ
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ても口にできるだけ、家庭 にいるよりましであったという。生存に足るだ

けの環境すら得 られないこうした児童労働者が学校教育に無縁であったこ

とは言 うまでもない。

(3)児 童労働規定

①北京政府の工場法にみる児童労働規制

児童労働 に関する規制は国際的には19世 紀半ばには じまり、1890年 の

ベル リンで、英米仏独伊スイス、デ ンマーク、ノルウエーなど12力 国が

参加 した国際会議で、最低労働年齢の共通認識をめぐる論議が行われた。

残念なが ら、決議としての一致を見 ることはできなか ったが、その後の各

国の幼児労働 に対する法規策定に大きな影響を与えた。さらに1921年 の

ジュネーブ会議で、農場労働 は学齢児童の学習時間内でのみ認める、18

歳以下の航海労働を禁止する、農場、工場労働で14歳 以下の者には毎晩

連続10時 間以上の休みを与え、18歳 以下の児童労働者 にも9時 間以上の

休息を与えるなどが決められた。 これ らの規定 はあ くまで基準であり、実

施 は各国の自由裁量 に付 され、批准時期の制限 もなかったが、1920年 代

前半になってか らは、各国で相次いで相応の対応が見 られるよ うになっ

た。北京政府 も 「暫行工廠法通則」(『成践法学』次号掲載予定の参考補助

資料(3)の 後半を参照)を 公布 し、そのなかで男子10歳 、女子12歳 未

満 の雇用を禁止 し、男女18歳 未満を幼年工 として、軽便な業務に従事 さ

せること、8時 間以上 の労働、夜間労働の禁止、毎月3日 間の休息、有害

物質か らの保護規定、毎週幼年工及 び未就学の職工 に対 して雇 い主が10

時間以上の補習教育を受 けさせ、その費用を負担することなどが盛 り込ま

れている。(適 応工場 は労働者100人 以上の工場と危険を伴 うあるいは有

害な衛生環境を もっ工場 とされた)。(22)また、同年農商部が交付 した鉱夫待

遇規則の児童労働者に関わる条項 には、14歳 以下の男子は鉱夫 としての

雇用を禁 じ、12歳 以上17歳 未満 の幼年工は坑外 の軽便 な労働 に従事 さ

せ、17歳 以下の男子と18歳 以下の女子 は毎 日8時 間以上の労働を禁 じる

こととしている。(23)しか し、他国の場合にも見 られるが、 これ らの法規は、

実際にはほぼ机上のものであり、ほとんど実効性 はなか ったのが実情であ

る。国民政府時代 に成立 した 「工廠法(草 案)」 では、14歳 未満の男女の

雇用禁止、及び14歳 以上16歳 未満の男女を幼年工 として、軽便な作業に

のみ従事できると規定 している。 しか し、30年 代のこの法規 もまた実質
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的効果を持たない空文であり、10歳 前後 の子 どもが各地の工場で働 く姿

は一般的に見 られ、一部の工場では相変わ らず6歳 未満の子 どもが働き、

鉱山機械などの重労働に14歳 の児童労働者が使われ、労働時間も12時 間

以上、14時 間、16時 間の状況が続いていた。

②上海租界地区の労働規定

M・Aア ンダーソンが任命された上海工部局 による 「児童労働委員会」

は、上海租界 における幼児労働を規制するため、1923年 より上海租界の

児童労働状況 にっいて調査を始め、翌24年 の報告書提出までの期間に大

がか りな調査を行 った。そ して、①10歳 未満(4ヵ 年以内に12歳 に達す

る児童の雇用禁止、②14歳 未満の児童の1日12時 間以上の労働禁止、1

日1時 間の休憩義務、③14歳 未満の児童の14日 ごとの24時 間休日、④

14歳 未満の児童の労働条件(安 全設備のない機械、危険な場所、健康上

有害の恐れのある任務の禁止)と いった勧告要項を取 り決めた。規定の策

定 においては、児童労働の禁止が貧困家庭の収入をさらに圧迫することに

なる、児童雇用は親に対する慈善的事項であるとするなどの見解が見 られ

た。(24)実際に、成人男性の3分 の1以 下の賃金 は、雇用者側 に廉価で有用

な労働力であるとともに、 どれほど廉価であっても貧困家庭 にとっては生

活のためには不可欠な収入であった。結局、 この労働規定は、国内勢力の

反対、5.30事 件の影響で、実現するにはいた らなか った。 しか し、委員

会が決めた10歳 未満の労働禁止令は、当時の国際基準14歳 をはるかに下

回るものである。数え年をとる中国の年齢法から見れば、立 っていること

さえおぼっかないような幼児、嬰児がかろうじて雇用対象にな らなかった

にすぎない。労働禁止の対象になったのは、児童労働というより、幼児労

働である。中国における成人の労働条件の劣悪 さを世界最悪 と見なす記述

は多いが、幼児労働の状況はこれをさらに上回る過酷さであった。状況か

ら見て、おそ らく5歳 が実質的な労働可能年齢であったと推察される。な

お、上海に隣接する江蘇省にも上海の租界 と同様の児童労働規定を実施す

ることを求める交渉が行われている。1度 は承認されたものの、こちらも

戦乱によ り実施されるには至 らなか った(『成践法学』次号掲載予定の参

考補助資料(3)の 後半を参照)。
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③清末北京慈善教養所 における労働規定

児童労働に対する法的規制は、上記のような展開をもったが、慈善事業

方面での労働規定 もまた児童の状況を理解す る参考になる。慈善事業施設

における労務規定は、すでに20世 紀初頭清朝政権のときに見 られる。 こ

れもまたほとんど実施効果を得なかった死文であるが、その規定のなかに

当時の児童、幼児労働の厳 しさが映 し出されている。(25)北京での早期の規

定 は、1906年 前後 に出された北京市の市管理法規制で、そのなかで児童

の教育養育施設への収容や業種管理規則などに関する規定があり、そこに

児童労働者の最低年齢の規定、労働時間規定などが見 られ る。 たとえば、

1906年 に京師外城総庁が定 め、民政部で立案 となった 「外城初級教養工

場章程」(15章21条)に 記 された収容規定 は8歳 以上15歳 以下の職業が

ない乞食、貧民の幼児であり、収容 し、単に生活を救済するだけでな く、

識字教育、生活を支える技芸を教えることが宗 旨に うたわれている。学

習、労働、休息 などの規定があ り、それによれば労働時間は、13歳 か ら

15歳 は1日5時 間で、週30時 間以内、10歳 か ら12歳 は1日4時 間で週

24時 間以内、8歳 か ら10歳 が1日3時 間で週18時 間以内と定め られてい

る。教養所 とい う慈善収容施設であるが労働の規定が8歳 からあることに

注 目したい。 このほか、「内城公立博済工場初級章程」(1906年)で は13

歳以上18歳 以下の貧民児童の収容を対象 とし、「創弁京師内城貧民窮教養

院章程」(1908年)で は12歳 以下のものに対 して工場での技能学習、7歳

以上の児童には学校教育を与えるなどの ことが規定されている。(26)

④ソビエ ト区

上述 してきたように児童労働より幼児労働 の規定 というべ き法規で さ

え、実質的には実行力 をもたないか空文、死文であった。 しか し、30年

代のソビエ ト区、根拠地区では、限定された範囲ではあるが、幼児労働の

現実に改善が見 られ、実質的に悲惨な女児労働であった童養娘も禁止され

た。瑞金 ソビエ ト政府時代 は、1931年1月 「ソビエ ト区第1次 代表大会

児童運動決議案」と翌32年3月 の 「中央 ソビエ ト区児童幹部会議決議案」

に、14歳 以下の児童の雇用(児 童労働者、徒弟)と 重労働の禁止、教育

活動(レ ーニ ン小学校入学や無理な場合に読書班 に参加を義務付ける)な

どの条項が見 られる。あわせて家庭生活にっいての注意 として、児童の保

護 と衛生知識 の普及、体罰の禁止などが挙げ られている。 さらに、1931
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年12月 に施行 された 「中華 ソビエ ト共和国労働法」では、14歳 以下の雇

用 と徒弟制度 の禁止、14歳 か ら16歳 までの児童労働者 の労働時間制限

(1日4時 間以内)、16歳 か ら18歳 までの青年労働者("青 工")の 労働時

間制限(1日6時 間以内)を 定めたほか、煩雑、危険な業務、夜間労働の

禁止、成人と青年労働者の同一賃金などにっいて も規定 している。(27)もち

ろんこうした瑞金ソビエ ト政府時代の児童保護 は、国民党の包囲攻撃にさ

らされる戦火のなかで公布 されたものであり、非常に限定 された範囲を対

象 とし、その成果 も限 られていた。 しか し、 ソビエ ト区での試行は、その

後、革命根拠地、中華人民共和国建国後に継承 され、共産党の政策の土台

となった。

注

(1)本 稿 は、『成践 法学」72号(2010年6月)に 発表 した 「近代 中国 お ける子 ど

も観 の社会 史的考察(1)伝 統的子 ども観 の揺 らぎ と近代的子 ども観 への

胎 動」、同82号(2015年6月)「 近代 中国お ける子 ども観 の社 会史的考 察(2)

一近 代的子 ど も観 の提 起 児童 中心主義 と人類主義、「個」 の創 出」 の続編 で

あ る。前 出論文 同様 、科 学研究費 基盤研究B報 告 書 「近代 中国にお ける子 ど も

観 の社会史的研究一子 ど も ・家族 ・国家」(2006年3月)第3章 を加筆 、修正 し

た もので、参考 資料 は、同報 告書資料 を基 に再 編集 した ものであ るが、紙 幅の

制 限によ り本号 と次号 に分割掲載 す ことに した。

(2)1904年 以 降 に定 め られた 「蒙養院 章程及 家庭教 育法 章呈」で は、3歳 以上7

歳以 下の幼児 を対象 としてい たが、そ の後 の主要 な幼稚園の収容対象年 齢 は、3

歳 か ら8歳 まで の間で、ば らっ きがあ り不統 一で あ った。幼稚園教 育が対象 と

する幼 児(子 ど も)の 概念 は、 まだ不確定 であ ったと言 える。

(3)1927年 南京国民政府成立 時に、南京の幼稚園 は3ヶ 月で4箇 所か ら19箇 所 に

増 え、上海 に も増加 の趨勢が見 られた。易 慧清 《中国近 現代学前 教育史》東北

師範大学 出版社、1994年 、p108

(4)南 京一女 師範 によ る調 査。1907年 か ら1909年 まで の不完全 な統計 による と

1907年 蒙養 院428箇 所、院児4,893人 、1908年114箇 所、院児2,610人 、1909

年 蒙養院92箇 所、院児2,664人 。1921～1922年 の中華 キ リス ト教教育調査 団の

報告 によれば、五 四運動前夜 にキ リス ト教学校 は、全国 で7,382箇 所あ り、その

内、幼 稚園 は139箇 所 ある。数 値 はあ くまで概況把 握 のための参考 補助資料 で

ある。何 暁夏主編 《簡 明中国学前教育史》北京師範大学 出版社、1990年 、p132、

前 掲 劉 英 傑 主 編 《中 国教 育 大 事 典》(1849-1949)游 江 教 育 出 版 社、1995年 、

pp546～547

(5)同 上

(6)参 考補助資料(3)「 郷村幼稚園宣言」参照
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(7)陶 行知が創作 した 「教 師歌」(中 華児童教育社 の社歌)に は、教師が子 ど もの

隊列 に来 て子 ど もを発 見 し、理 解 し、解 放 し、信 じ、子 ど もにな らな ければ、

子 どもの教 育が な りたた ない ことが歌 い こまれてい る。陶行知 の教育観、子 ど

もの位置づ け、子 ど もと教 師の関係が明瞭 に示 されて いる。本論文 の続編(4)

に記述予定

(8)長 男 陳一鳴 の教育 実践 に基 づ く 《児童心 理 の研究》、《家庭 教育》(1925年)、

東 南大学 の支援 を得 て、 中国初 の現 代幼児教育 科学 の実 験園 と して教育実践 を

重 ねた南京鼓楼幼稚園の総括 「我椚的主張」(1927年)な ど、多 くの研究成 果を

20年 代 に陸続 と発表 した。 また、1927年 、陶行知、張宗麟 とともに幼稚教 育社

(後に、 全国的な組織 と して中華児童教育社 に発 展)を 設立 し、幼児教育 の学術

的研究 活動 を進 め、児童 中心 主義 の教 育観 を具 体化 した実践 的 な教育 実験 を

行 った。

(9)抗 戦勝利後、「現代 中国人 として」の文言 は、 よ り開放 され た世界的視野 を持

っべ き もの と して 「世界人 と して」 に置 き換 え られ、「人 と して、中国 人 と し

て、世 界人 と して」 に改変 された。黄書光 《陳鶴琴与 現代中国教育》、上海教 育

出版社、pp178～183参 照

(10)四 川省江 津県 白沙鎮 と四川省 嘉陵江三 峡実験 区北暗鎮、実験 期間3年 、 国立

女 子師範学 院 と国立 重慶 師範 学校 によ り実施 され た。王鴻 俊編 《家庭教 育》教

育部 家庭教育補導叢書之六、1942年 、正 中書局 などによる。

(11)中 国青少 年研究 中心主 編 《百 年 中国児童》、新世 紀 出版 社、2000年 、p532に

よる。

(12)中 国近代 の義務教 育 の沿革 、実施状 況な どは、 田正 平 ・肖朗主 編 《世紀之理

想 中国近代義務 教育研究》漸 江教育 出版 社、2000年 参照。現在 もっと も詳細 な

専 門研究 の成果 といえる。

(13)祖 先祭祀の規定削 除は、単 な る民主的規定 とい うだ けで はない目的性 があ る。

「家」 の上 に 「宗族」 という集団 を置 くことは、国家 への結 束性を弱 める ことに

な る。「家」 を父母 と子女 を核 とす る集団 と見 な し、 国家 に直属 させ る ことによ

り、近 代国家体制 の確立 を求 める国民党政府 の意図が よ り貫徹 しやす くなる点

を読 み取 ってお く必要 がある。

(14)姦 通罪 の規定 を当初 「夫 を有す る妻」 と して いた こと(1934年 「配偶者 を有

す る者」 に改正)を は じめ と して、夫婦 間 の財 産権、姓名権 な どで も契約 がな

ければ男性 が優先 され るなど、家父 長制 の強化 にっ なが る要素 も少 な くなか っ

た。過 去の規定 に比べ、男女 平等 の要 件が根底 に置 かれて い るものの、性別役

割分業 の視点、男性優位 の視点 は、 なお残存 していたといえる。

(15)調 査者 の うち、未婚者176(男 子151、 女子25)、 既婚者118(男 子102、 女子

16)、 その他23.主 な職 種 は、学識 界141(う ち学生105)、 商工界68、 交通 界

20.政 界9、 医薬界9な ど。 デー タの詳細 は、『成践 法学」次号掲載 予定 の参考

補助 資料(3)の 後半 を参照。

(16)播 光旦 は、中 国の折中型 は大家族制 度の傍系 を取 り除い た もの と見 な してい
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る。 実 際 は、 西 欧 家 族 の場 合 は夫 婦 と子 ど も、 中 国 の 場 合 は親 子 と子 ど もが基

本 関 係 で あ り、 同 じ核 家 族 で も意 味 が 異 な る。 中 国 と西 欧 の 家 族 公 式 を考 え る

上 で は、 この点 が重 要 と な る。

(17)ニ ム ・ウ ェ ー ル ズ 浅 野 雄 三 訳 『人 民 中 国 の 夜 明 け」 現 代 史 の 証 言 双 書;振

興 出 版 社 、1965年 、pp53～54、 原 件NymWales.『lnsideofRedChina」1939

年 。 「私 が 中 国 に来 て 最 初 に感 じた こ と は中 国 が も っ と も必 要 と して い る もの は

子 ど も た ち の 革 命 で あ り、 子 ど もた ち は そ の身 に 負 わ さ れ て い る 旧 来 の汚 辱 と

不 正 とを 払 い の けな けれ ば な らな い と い う こと だ った」(p54)、 「私 は 中 国 共産

党 が た と え ほか に な に もせ ず 、 た だ そ の 治 下 に あ るす べ て の 子 ど もた ち を解 放

し、 彼 らの 生 活 に 誇 り と意 義 を 与 え た こ と を発 見 した だ けで もよ ろ こん だ で あ

ろ う」(p55)と 語 って い る。

(18)シ モ ー ヌ ・ ド ・ボ ー ヴ ォ ワ ー ル 著 内 山 敏 ・大 岡 信 訳 『中 国 の発 見 長 い

歩 み』 紀 伊 国 屋 書 店 、1966年 、pp153～162(原 題 『LaLongueMache」1957

年)。 児 童 労 働 に つ い て はpp158～160に 、 本 文 中 に 記 したA・Mア ンダ ー ソ ン

の 著 述 ほ か、 上 海 の 衛 生 監 督 官 レウ イ ー ・ア レー、YMCA工 業 部 トー マ ス ・

チ ョウ、 フ ラ ン ス人 ツ ィ ン チ ンチ ェ ン、 ア メ リカ人 ハ ウザ ー な ど、 複 数 の 引 用

に よ り、 児童 労 働 の状 況 を記 述 して い る。

(19)A.M.ア ン ダ ー ソ ン著 ・高 山 洋 吉 訳 『支 那 労 働 視 察 記 支 那 に 於 け る人

間 性 と 労 働 」 生 活 社 、1939年 附 録:特 定 産 業 に於 け る児 童 雇 傭 取 締 条 令 他.

原 題:AdelaideMaryAnderson。 『HumanityandLabourinChinaan

industrialvisitanditssequel1923to1926」 、 特 に、pp190～204、pp216～219

で、 「児 童 労 働 委 員 会 」 の調 査 報 告 書 か らの 引 用 な ど に よ り幼 児 労 働 の状 況 を紹

介 して い る。 ア ンダ ー ソ ンの 『支 那 労 働 視 察 記 支 那 に於 け る人 間 性 と労 働 」

で の 労 働 問 題 の 分 析 に 対 して 、 批 判 的 見 解 を示 して い る ヴ イ ッ トフ ォ ゲ ー ル 著

『支 那 経 済 史 研 究 」(横 川 次 郎 訳 、 叢 文 閣 、1938年 、p217)に は、 上 海 市 会 の

報 告 に よ る同 市 の 児童 労 働 者 数 が 挙 げ られ て い る。 そ れ に よ れ ば 、 上 海 市 の工

場 に は、168,885人 の 児 童 労 働 者 が い て、13歳 以 下 は、147,414人(男 児 労 働 者

44,173人 、 女 児 労 働 者103,214人)、12歳 以 下 の 児 童 は21,471人(男 児 労 働 者

3,766人 、 女 児 労 働 者17,705人)で あ る(資 料 出 所:S・Kシ ェ ル ドン ・ッオ ー

「支 那 の 現 時 の 労 働 条 件 」 《マ ン ス リ ィ ・レ ー バ ー ・レ ヴ ュ ー》 ワ シ ン ト ン、

1928年26巻4号 、p44:S.K.SheldonTso,PresentLabourConditonsin

China,MonthlyLabourReview.Washingten.1928年 、Vol26、Nr4.S49ff)。 な

お、 同 書 に は、 児 童 が 「仕 事 に あ りつ こ う とす る苦 心 の あ ま りに、 事 実 よ り老

け て 見 せ よ う と して、 虚 偽 の報 告 を な す とい う こ と は 自 明 の こ と な の で あ る」

との 記 述 が あ る(同 書p217)。 実 際 の 児 童 労 働 の年 齢 が さ らに 低 い可 能 性 が示

唆 さ れ て い る。

(20)注18ボ ー ヴ ォ ワー ル 「中 国 の発 見 長 い歩 み」、p161

(21)同 上p162に は、 上 海 の 衛 生 監 督 官 レウ イ ー ・ア レー に よ る と して、 ボ ー ヴ ォ

ワー ルが 紹 介 して い る電 球 工 場 の 児 童 労 働 者 の状 況 が 記 載 さ れ て い る。 そ れ に
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よれば、逃亡 を防 ぐため に武装 した守衛 がい る工場で、1日14時 間労働 で働 く

子 ど もの ほとん ど全部が機械で怪我 を してお り、29人 の内11人 が切 断手術 を受

け、他 の工場 で働 いている64人 の内、30人 が手足 の指 を失 くしていたという。

(22)沈 丹泥 《童工》、世界書局 出版社、1927年 、pp69～71

(23)注(18)ボ ー ヴォワール訳 『中国の発見 長 い歩 み」p160

(24)中 国人紡績協会 の発言。 注19ア ンダーソ ン 『支那労働 視察記 支那 に於 け

る人 間性 と労働」p207

(25)1905年 に開設 された北京丹華 マ ッチ工場で は、1,200余 りの工員 の うち児 童労

働 者 は900人 余 り、労働者 数 の80%を 占あ、最 少年齢 は、5、6歳 、1日 の労 働

時間 は16、17時 間、朝3時45分 に起床、同4時 か ら夜9時 、10時 で よ うや く

休息 で きた。1ヶ 月の労働で得 られ る賃金 は、5、6元 、毎月3元9毛 の食事 代を

収 め た。そ のため、1932年 段階 で、経営者 が約500人 の児童労働者 か ら吸 い上

げた利益 は、数万元 に上 った とい う。 《百年 中国児童》p531に よ る。

(26)《 百年 中国児童》pp506～507に よる。

(27)31年 の 「中華 ソビエ ト共和国労働法」 は、33年 に修正 され、42年 に 「陳西甘

寧 辺区労働保護条例(草 案)」 として公布 された。 そ こで は14歳 か ら18歳 を青

年労働者 とし、労働 時間を1日6時 間以 内と規定 している。
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《参考補 助資料 》(3)(本 論文第2章 までを収録)

1教 育 家たちの試 み

(1)陶 行知 と教育活動

①創没多村幼稚國宣言需

*下 線 は湯山による

杁福 禄伯 友 明幼稚 國以来,世 人漸漸 的覚得幼几教育之 重要;杁 蒙梯検利 早生

研 究幼几教 育 以来,世 人漸 漸 的覚得 幼稚 國之 敷力;杁 小学校 注意 比較家 庭送来 与幼

稚 國升来 的学生性廣,世 人 乃漸漸 的覚得幼九 教育実力人 生之基硝,不 可 不乗早蛤他

建 立得穏 。几 童学者 告垢我伯,凡 人生所 需之重要 刀慣、傾阿 、恣度,多 半可 以在 六

歩以前培界成功 。換句活 悦,六 歩 以前是人格陶冶最 重要的吋期 。遠介吋期培界得 好,

以后只須 順着他麩 長増高 的培界上 去,自 然成力 社会仇 良的分子;イ 尚使 培界得不 好,

那 広,刀 慣成 了不 易改,傾 向定了不易移,志 度決 了不 易変。逮些几童升到学校 里来,

教 師需費尽 九牛二虎 之力去釧 正他伯 己成的杯 刀慣 、圷 傾 向、圷恣度 。真 可算内事 倍

功半。至干不伍責 的教師,那 里願得到迭些 。他伯 只一 味的放任,偶 然素 自看見 了也不

近 給几童 一奈消扱 的赴分 。干是圷 刀慣 、圷傾 向、圷 恋度蓬 蓬勃勃 的長,不 到 自害害

人 不止 。遠是必然 的追 勢。

有 志几童幸福 的人和有 志改 良社会 的人看此情形,就 大呼特呼 的提侶　没 幼稚 國。

但 提侶 的力 端声噺,而 口向庄 的蓼若 農星 。都市之 中 尚有几介 点綴 口面,多 村当 中筒 宜

桟 不到他佃 的踪遊 。逮也ヌ佳怪,照 現在 的情形看来,幼 稚 國イ尚不鍾根本 的攻革,不 但 是

多村里推 不遊 去,就 是都 市里面也容不 了多少 。

依 我看来,現 在 国内的幼稚 因害了三神大病;一 是 夕卜国病,試 参規今 日所謂之 幼稚

因,耳 目所接,那 祥 不是夕卜国貨?他 佃 弾的是 夕卜国鋼琴,唱 的是夕卜国歌,排 的是夕卜国

故事,玩 的是外 国玩 具,甚 至干吃 的是 夕卜国点心。 中国的幼稚 國几乎成 了外 国貨 的販

雲 場,先 生倣 了夕卜国貨 的販子,可 怜 的几童居 然倣 了夕卜国貨 的主 顧。二是化銭 病。国

内幼稚 國化 銭太 多,有 吋超冠小 学好几倍 。迭 固然ヌ住怪,夕 卜国貨那有 便宜 的。既然祥

祥 仰蛤干 外 国,自 然 費銭根多;費 銭 既多,自 然 不易推　 。三 是富貴 病。幼稚 國既是

多化銭,就 得多弄銭 。学 費子 是不得不高,学 費高,只 有 富貴子弟可 以享受他 的幸福。

所 以幼稚 國只是富貴人家 的寿用 品,平 民是没有紛 的。

我 伯現在所 要創亦 的多村幼稚 國,就 要 改革迭三神 弊病。我伯 下了決心,要 把 夕卜

国的幼稚 國化成 中国的幼稚 國;把 費銭的幼稚 國化成省銭 的幼稚 國;把 富貴 的幼稚 國

化成平 民的幼稚 國。

一 建没中国的幼稚因 我伯在迭里要力謀幼几教育之這合国情,不 采取狭文的国

家 主文 。我佃 要充分這 用眼面 前的音 示、侍 歌、故事、玩具及 自然界 陶冶几童,夕 卜国

材料之 具有普 遍性 、永久性的亦当逸梓使用,但 必 以家國所出的力中心。

二 建没 省銭的幼稚 因 打破 夕卜国偶像是 省銭 的第一介亦法 。我伯 第二介亦法就 是

洲鯨本多師 資教 尋本多几童 。一村 之 中必有一二天 資聴敏,同 情富厚之如女 。我イ1]就
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希 望他伯鍾 冠相 当洲鯨 之后,出 来担 任多村幼稚 因 的教師 。他 佃既可得 一新駅並之 出

路 ・又可使幼稚 國之薪金 不致超這 尋常小学額 数。 自不是一挙 丙得?迭 些如女 中最可

有 貢献而庖 最先洲鯨 的,元 近子 多村校長教 員之夫人 、妹妹 及年長 的女学生 。他伯 受

近 洲鯨 之后,只 要有 人加以提侶,幼 稚 國就可一挙而成 。第三介 亦法 就 是這用本 村小

学手工科及 本村工 匠彷制玩具,如 此亦来,一 介銭 可 以抵数 銭之用 。三介 亦法 同吋井

遊,可 以実現 省践 的幼稚 國。

三 建没 平民的幼稚 因 幼稚 國化銭 既省,取 費 自廉,平 民的几童当能享受机会 均

等 。教 師取之多 同,与 村 几生活『 味 相投,自 易素近。迭丙件事都可 以叫幼稚 因向平

民方面行走。 但 一介制度是否真能平 民化,要 看他是 否庖済 平民的需要。就 我イ/]所規

察,多 村幼稚 國碗是衣 民普遍 的永 久 的需求。拭 一看 多村生活,当 衣 忙之吋,主 如 更

是要忙得天 昏地 黒。他要 多焼 茶水,多 弄坂菜,多 洗衣 服,有 吋込要他在 田國里工作,

那 里迩有 空去 管小核子 。那徹 嵜嵜,徹 妹 妹 的也是送坂,挑 水,看 牛,打 草鮭,忙 介

不 了,准 也 没有 工夫 陪小弟 弟、小妹妹 玩 。所 以衣忙之 吋,村 中幼几 不是眼 前眼 后,

読 是没人 照庇,真 好象 是介大 累,イ尚使 多村幼稚 國亦 的得 当,他 伯就付 以送来照 料。

一 方面父 母又可以免去施累,一 方面几童又能快快示示的玩要,自 不是"得 其所哉"!

小学几童,年 齢較大,可 以倣事,衣 忙 吋頗能助 父母一 胃之力,要 他 上学,不 曹減 少

衣 民謀生能力,所 以有如登天之唯 。幼 稚因則不然 。他所 招牧的几童,正 是衣 民 要解

脱 的担 頻,要 他佃遊来,正 是姶衣 民一和便 利。イ尚使亦 理得当,多 村 幼稚 因,可 以先

小学而普及 。幼稚 國既是厘済平 民的 需要,自 有初面平 民化之 可能 。我佃只須拍 除当

路 的障碍,使 他早 日実現就是 了。

建 『没一介 中国 的、省践 的、平 民 的多村幼稚 國不是一悦 就可 以成 功 的。我伯 必須

用 科学方法去拭験,必 須用科 学方法去建段 。我イ1]対一干幼稚 國之神神理槍段施都 要同

他 一介究寛,同 他一介初底 。我佃要幼稚 因里祥祥 活劫都要 靖得住 。我伯 要遠神神 活

劫 都用科 学的方法来 建投一介 省銭 的、平 民的、這合 国情 的多村幼雅 因。将来全 国同

志起而提 侶,使 ノト奈多村 都有逮 祥一ノト幼稚 國,使 ・↑'ノト幼几都 能享受 幼稚 國 的幸 福,

那更 是我佃所朝 夕祷祝 的了。

原載1926年10月29日 《新教育坪恰》第2巻 第22期

②生活教育

生 活教 育遠 ・↑'名洞是 被俣解 了,宮 所 以被涙解 的録故,是 因力有一神 似是而非 的

理 槍混在 里面,令 人看 不清楚 。遠理 槍告訴我 伯悦,学 校里 的教 育太 枯燥 了,必 得 把

社 会 里 的生 活搬 一 些送 来,オ 有 意思 。随着 迭介 理 槍而 来 的几介 口号 是:"学 校社会

化","教 育生活化","学 校 即社 会","教 育即生活"。 逮好 比一介箆子里面 囚着

几只小鳥,界 島者顧念 鳥几寂 實,搬 一丙 γ村 枝送箆,以 便 鳥几跳得 好玩,或 者 再捉

几 只生物 来,給 鳥几倣 陪伴。小鳥是 比較 的舎予服了 。然而鳥 箆単寛込 是鳥箆,決 不 是

島的世界 。所可 怪的是弄 島者偏偏 愛悦島箆是 島世界,而 対 干真正 的島世 界 的樹林 反

而 一概抹 無,不 加承杁 。假 使箆里 的鳥,)ヨ 慣成 自然,也 随 声附和 的悦,迭 箆便 是我

的世界;又 假使箆夕卜的鳥,都 鄙奔村林,而 羨慕箆 中生 活,甚 至以不得其 口而入 力憾,
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那 広,遠 些 鳥オ 算 是和 人 一 祥 的荒 唐 了 。

我 伯 現 在 要 市 清 遠 秤 俣 解 。生 活 教 育 是 生 活 所 原 有,生 活 所 自 菅,生 活 所 必 需 的

教 育(Lifeeducationmeansanedcuationoflife,bylifeandforlife)。 教 育 的 根 本

意 文 是 生 活 之 変化 。 生 活 元 吋 不 変 即生 活 元 吋 不含 有 教 育 的 意 文 。 因此,我 伯 可 以悦:

"生 活 即 教 育
。"到 赴 是 生 活,即 到 赴 是 教 育;整 介 的社 会 是 生 活 的坊 所,亦 即教 育 之

場 所。因此,我 伯又可 以悦"社 会即学校 。"在逮介理 愴指尋之下,我 イ1]承玖 ・近什 広

生活,便 是受什 広教 育;道 好 的生 活,便 是受好 的教育;近 圷 的生活,便 是受圷 的教

育;近 有 目的的生活,便 是 受有 目的的教育;近 糊 里糊除 的生活,便 是受 糊里糊除 的

教 育;近 有姐銀 的生 活,便 是受有姐銀 的 教育言近一盤散沙 的生活,便 是受一盤 散沙

的教育;道 有汁 剣 的生 活,便 是受有 汁剣 的教 育;道 乱七八 糟的生活,便 是受乱七 八

糟 的教育。換介悦法,近 的是少苓生活,量 天天iま芳劫 的弗籍,不 算是 受着芳劫教育言

近 的是迷信 生活,量 天 天所科学 的演排,不 算是 受着科学教 育言近的是 随地吐疾 的生

活,量 天天写三E生的 筆記,不 算是受着E生 的教育;近 的是升倒 牟的生活,量 天 天淡

革命 的行劫,不 算 是受着革命 的教 育。我伯要想受什広教育,便 須近什広生活 。

生 活教 育与生倶来,与 生 同去 。出世 便是破 蒙,遊 棺材オ 算早並 。在 社会 的慌 大

学校里,人 人可 以倣我イ1]的先 生,人 人 可 以倣 我伯 的 同学,人 人可 以倣我伯 的学 生。

随手択来 都是活需,都 是学 向,都 是本領 。

自有人炎 以来,社 会 即是学校,生 活即是教 育。士大夫之 所 以不 承玖他,是 因力

他伯有特殊的学校給他伯的子弟受特殊的教育。杁大森的立場上看,社 会是大森惟一

的学校,生 活 是大森惟 一的教育 。大余 必須正式承 畝他,井 且這 用他来増 加 自己的智

枳,増 加 自己的力量,増 加 自己的信仰 。

生 活教 育是下屠建 筑。何 以呪?我 佃有吃坂 的生活,便 有 吃坂 的教育;有 穿衣 的

生 活,便 有 穿衣 的教 育;有 男女的生 活,便 有男 女的教育 。宮 与装 怖 品之 佑銃教 育根

本 不同。官不是摩 登女 郎之金鋼砧戒指,而 是泳天雪地 下的究人 的寓寓訣和破棉祇 。

生 活与生活 磨擦オ 能起教育 的作用 。我佃把 自己放在社 会 的生活 里,即 社会 的磁

力銭里鞍 劫,便 能通 出教 育的屯流,射 出光,放 出熱,友 出力 。

原載1934年2月16日 《生活破育》第1巻 第1期

(2)陳 鶴琴 の教 育論

非常吋期的几童教育

現 在,是 非常吋期 了。非常 吋期 的几童教育,要 有急切座 変的特殊段施,オ 能星示非

常吋期 几童教育的功能。

杁 前,我 イ1]没施 的非常 吋期九 童教育,不 近 是非常 吋期的准 各;現 在,民 族全 面

哉争 巳鍾友劫 了,遠 碗 是 己姪到 了非常吋期。 我伯対干九童教 育的没施,自 然不 能化

循 其故軌,按 部就班 的遊行 了。

我 佃知道,国 家 到 了危 急存亡 的吋候,地 的教 育尤其是 几童教 育,若 不能枳扱 的

参 加 国家 哉吋 的活 劫,迭 教育是元 用,是 破声,1立 核予 以解 散。所 以我佃 在全面 哉争

升 展吋,庖 咳針 対 目前 的局勢,未 来 的需要,把 九 童教育 的没施方法,整 介的改革 一
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下。畝将 改革 要点,略 述干 下:

(一)充 分利 用枚 舎。凡在 安全 地点 的校舎,可 将 其余屋 、走 廊 以及深 夕卜吋 同,

供姶非 安全地 点学校上深之用 。必要吋,酌 量改力二部制或半 日制 。

(二〉添 置避 唯没各 。如 音胸 警扱器 、信 号灯 、防毒 面具 、防毒室 、地容 、伽装

用 具等,庇 有 最低限度 的投各 以防空裏 。対干火 寅、房 屋倒埆 与机美栓拍 射等普通 危

険,尤 須没法避免損 害。

(三)改 変平吋 裸程。平吋深 程不這用 干非常 吋期,厘 以哉事 活劫内 全部裸程 的

中心。如抗 哉意文和我 国 民族 的地 位,以 及 防毒避実 、救扮 警各等活 劫,均 庇列力 主

要 的深程 。

(四)逸 拝這用教材 。平吋教科 需上的教材多不這 用,厘 由教師随吋注 意編逸。編

逸 的祢准,要 根据几童学 刀心理的巣趣,要 根据 当前 社会的需要 。如 中日国力 的比較,

中国和 国転同 的美 系,《消 天我伯后 方的故人一 一双好夕卜国同喋》(児 抗 哉三 日刊第 一

号〉。《黄梅 巣壮烈之死 》等,都 是非常吋期中 比較這用的教材 。

(五)采 用整 介教 学法 。杁一 介非 常吋 期 的哉事1司題倣 中心,把 各 科打 成一 片,

混合教 学。逮祥,教 材 既能這合社会 的需要,教 学 吋,亦 易引起几童学 刀的果味 。

(六)注 重深夕ト工作 。裸 内教学 吋向,可 以酌量 減少 。裸 夕卜実隊 工作,要 特別 注

意姐銀 与指尋。畝提 出几項干 下,以 供参考 。

1.全 国自十 歩以上 的九童,在 教師 与家長 督率拍 尋之下,毎 人制造 筒易防毒面具

一件
,分 贈民森使用 。

2.全 国八歩 以上 的九 童,毎 人毎 月牧集金属 砕片蝿 索破布及 共宮有 用的陵物 一

斤,作 力軍事座用 的原料 。

3.全 国几童,毎 人毎月儲蓄救 国金至少五分,宜 至牧夏失地内 止。

4.全 国十歩 以上 的几童,毎 人毎学期教不 枳字 的民森 一人,至 能旗 完民余学校深

本 力止;井 使 民森 了解 哉吋常枳 、防空 、防毒 、防疫 、ヱ生等意文 。

5.在 可能萢 囹内,全 国几童,毎 人毎年就家 中或郭近 隙地和 玉蜀黍 、蕃薯、山芋

或其営狼食 副品,毎 人 牧荻量至少丙升 。

6.在 可能萢 囹内,全 国九童,毎 人毎年界鴻或鴨一只。

非 常吋期 几童教 育的段施,内 容甚力夏 条,以 上所 悦,不 近是ノト大鋼,洋 細 内容

再廿槍 。

原載1937年10月16日 《大公扱》

(3)張 宗麟 の教 育論

急様倣合乎時代潮流 的父母(1934年)

イ故了几 介核子 的父 来,至 少会 悦几句 急祥 対待核 子 的老活 。可是 我常 常遠祥 想:
"イ尚若我 的核子

,不 長在我 家他伯 又急祥 呪?"社 会上対 待骸子 的式祥(?)実 在太 多

了;我 現在来挙凡介例子,然 后再悦急祥オ 能倣合乎吋代潮流 的父母 。

一、福 建南部 有一件事,内 北方人看 不慣 的,就 是冥雲核 子。我有杵 多学生 是冥

来 的,現 在 己経 在 中学或 大学 了。我 的郭居杵 多核 子是 冥来 的。今年几童 布 的嬰几 比
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塞会;我 的女几得 了第一,就 有丙秤人来 同,第 一神人 同我的迭介 核子杁明哩 冥来的?

第 二秤 人寛来 向我妻子憾意 出雲迭ノト核子 喝?六 百快銭 実在値 得冥!"冥 雲核 子在 福建

南 部実 是根平 常的事 。

二 、溺 女 的夙『,我 佃 不但 耳 同,"也 覚 得 以 目児,園 西 一帯溺 女 的図汽 込根 盛。

折悦江西 、湖 南一帯,也 有 几具是迭 祥 的。"一 家生 了女核;吐 神都要 実三夜 。"迭 是

扱 通行 的諺借 。女核子特 別被人経 視,杁 件 多如"弄 瓦"等 高雅名辞 中,也 可 以技 到

三 、"小 核子福分太薄,庖 核 穿破 棉紫 。"干是八十 歩老婆婆死 了,達 破被 紫都被

人 掌光,掌 去徹核子 的尿布,而 且込 悦逮是 接福 的。逮ノト夙『,全 国一致。逐有和鴉

片的地方 更有扱妙 的育几方法,核 子佃病 了,給 他吃鴉 片,悦 是可 以医治百病 的。逮

件事与求神笠似乎 也没有 多大分別 。

四、印度 与非洲常常有用核 子敬神 的。他イ1]的意 思可 以穰車年,可 以賎罪 悪,更 可

以使核 子送 天国佛地 。当然ロ拉,核 子伯 只供祭用,他 伯 的紛値 比猪羊 己径大多 了。

五 、欧哉 以后法 国奨励 生育 。凡人 民生 了一 ノト骸子,可 以向政府 領一筆款 子。不

愴 是私 生子、正生子,都 可 以得到 同祥 的待遇 。

六 、私生子也是核子,也 是有 父母的核子,但 他 的父母 是現社会所不歯 的,所 以各

国対干私生 子都相 当経 視;至 少 是父 母不敢 公然抗界 。其 中只在法 国有 一度 明令保 扮。

中国有育嬰堂可 以公 育。芳俄 因力社会姐銀与別 国不 同,所 以元所謂私生子与 正生子,

核子伯 都有 受公育的板利 。

七 、亜洲南部各 国的人 民,大 都是信佛教 的,元槍 英法各 国占有 的安南、緬旬,到

現在 迩不能改変 民同的刀俗。因力佛教 的勢力根大,所 以准 家的核子被和 尚看 中意了,

倣 父母的就得各 了杵 多礼物,送 核子入寺倣小沙 弥。核子イ1]在和 尚寺里到也着 宴受用。

除念姪,打 坐 是苦夕卜,其余 都扱仇待,不 象 中国老 和 尚打 小和 尚似 的虐 待,不N倣 小沙

弥,有 一定年 限,満 期 以后,オ 得 自由出寺 。我有几介隼俳朋友是干近遠套把戒 的。

八 、准 都知道 中国和 尚是不能有 几女 的。可是 中国和 尚到慣会倣 桂名釜釜,把 核

子 記名姶和 尚的図汽 都是全 国通 行。上海某寺 的和 尚,不 知道 一年要倣 多少次桂名 的

琶 琶。不但和 尚可牧干几 子,在 社会上 寄名 出外 的核子也根 多。渚位知道 中禁畑呈 人

林 則徐 喝?他 就是 一人頂南家 香火,所 以姓 林又姓 徐。逮祥人加 隊川察 、藥宗 昊、王

又林等,在 中国根 多根 多。

以上八件 都是事実,但 是美干核子的奇奇怪怪,何 可肚悦!我 伯 覚得現在 中国(指

三 十年代 的中国),就 是整千整万的成人、 青年人,壮 年人 的性 命,都 受人屠宰,全 社会

的生活也受着少数人的支配,何 況本身逐没有生活能力的核子呪?那 是当然只得受人

支配撰布 了!

核 子イ1]生了妻去,固 属 不核;可 是対 干那些未 曽出妻而 内父母教 界疾受 的,亦 何

雲都能得 到合 法的教界疹愛!所 以几 女容 易生,父 母 不容易倣,而 且合乎吋代 潮流的父

母更不容 易倣 。我伯 以力倣現代父母 的至少要有下列几神資格 。

、倣父母 的 自己要有健康 的身体 。

二 、倣 父母 的対 干現社会 要有相 当的 了解,必 須具各 中国要有希 望,須 得人 民 自

己努力等初歩 児解 。
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三 、倣 父母 的要 有初歩 的科学知 枳。例如几 女病 了千万 勿信巫 卜神道 。我常 几杵

多大学単並 的朋友在 几女生病 吋込去求神笠 的。至干育几 常枳等 当然 格外重要 。元 恰

徹父来倣母条在可 能萢 固之 内,座 当預先覚得 。

四、倣 父母 的対 干几女座 当承杁 核子是 国家的一分 子。是人美 的麩承者 。切 勿当

作介人 的掌土珠 。

五 、既然有 了九 女,就 是肩上加 了 担重任 。"弄}"

等 工作,除 非・↑・人有 病或有 特殊 工作,不 然,不 厘 核交給 乳女区。

不 座咳送核 子遊学校 就可不管,而 自己大食 安逸,打 牌作 斥,至 少在社会 未 曽倣 到几

童 公育以前,逮 和 責任,迩 是要来生父母 魚的。

固然庖 核 自己劫手,如 哩乳
"教"也1立 核魚 責

,

有 了以上五項資格,オ 配称 合乎肘代潮流 的父母 。下面 就是作者対干教界核子 的一

些主振。

(1)我 佃要 教弄 一ノト核子有 抵抗 能力 的。身体 強健,就 能句多抵 抗疾 病;心 理健

会,就 能鰺抵抗事変 。今 后中隼 民族 的存 亡,只 看全 国的核子 是否能与強暴 奇斗,所

以我イ「]要培 芥骸子成力 有抵抗 能力的猛虎,千 万勿再染上 几千年 的遺 毒,使 核子伯 成

力 受人馴 弄的錦羊。

(2)我 イ1]要教界 一ノト核 子会劫手倣 事 的。杵 多有銭人教 界核子享福,'不 但不倣

別 的事,甚 至長 到十 几歩,逐 要別人 替他添坂 、 倒茶 。自己的被 捕也不知道 整理。迭

紳 小事 也不徹,逐 希望他倣 。

別 的芳劫工作喝?多吉果界成 一奈双手痕擁 的人,把 一奈 有用的核子変成一奈庚 人。

我 伯要教 界一介核 子能鰺 自己料理 自己的生活,如 穿衣 、整 理被舖 、拍地 、抹 巣、焼

坂,整 沽 自己的圷境 。イ尚能鯨〉]成一和或数 和労劫 刀慣,如 神菜,挑 水等,那 末格 夕卜

有用 。

(3)我 伯要教界一介核 子能筋友展他 自己的天オ。人美実在 元 所謂天オ。一介天

オ 几童 的智力数与平 常几童 的智力数,在 特和状 況之下 不会差到 多少。受迫生悦 天オ

是 努力加上常枳 。我伯対 子核 子喜炊.某 件事庖 当段法幣助他努力 。他愛 虫色,悦 不定

就 是迭ホ 文;他 愛玩把 戒,悦 不定 就是愛迫 生;他 愛弄 音宗,悦 不定 就是 貝多芥;他

愛除顔 色,悦 不定就是密雷 。

准 能在 大友明家幼吋就料得到他后来的成功呪!倣 父母 的厘 当伐 出一介平 庸核 子的

天オ,千 万 勿圧 迫一ノト天オ 老死倣庸人 。'核 子的心,核 子 的好 尚,各 介不 同,切 勿以

父母之好 悪彊迫核子去イ故.

(4)我 伯 要教界一介核子 不停 留的求遊歩,也 就是不 停留的革命 。他対干事 事物

物,都 能 向介 究寛,他 対干 現状都肯 抱杯疑 的恋度,不 断 的打算井 実行改革 。逮便 是

世 界上最大 的友 明家 与有貢献 的英雄豪 悉。老実悦,父 母 教界 出一介 遠祥 的骸 子,対

干人美就有 根大 的成 功。愛因斯坦 就是 旧科 学醇叛徒,列 守就是俄皇 的叛徒,弥 中山

就 是満清 皇帝的叛徒,我MJ立 核要救界核子成内 旧勢力 的叛徒,勿 倣 旧勢力 的信徒 。

世 界是一刻 不停 留的遊歩着,我 伯 自己也要迎 合吋代 的潮流,更 要教 我伯 的核 子

沖 上吋代 的潮流 。我伯 勿妖弄核子,只 姶他 吃得好穿得 好。末了,我 イ1]庖咳指尋核 子

要 対人美有 貢献,不 要 向人美搾取 剥削 。搾取与 剥削不但不 公道,也 就 吋吋有被人搾

取被人 剥寺 的机会!1
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2国 民政府 による幼児教 育の制度 的整備

(1)幼 稚 園教 育

① 「国民党中央 常委会通過三 民主義教 育実施原則 」第一章 初等教 育(幼 稚 因小学)

第 一市 目林

一 、使几 童的整介 身心,融 育干三 民主文教 育中.

二 、使几童介性群性,在 三 民主文教育指尋下,平 均友展 。

三 、使 几童干三 民主文指 尋下,具 有這合干実 隊生活之初歩 的知枳 。

第 二布 実施鋼要

(一)課 程

一 、厘 以三 民主文重要 的規念,内 編汀全部裸程之 中心.

二、庖注重恰理知枳及実 践,以 助長几童忠孝仁愛信文和平之徳性 。

三 、庖 注重 自然科 学之 教授,以 芥成 九童受 好 自然,利 用 自然改造 自然 的巣 趣,

及破 除対 干 自然現 象一切 的迷信 。

四、座注 重実隊生活 的知枳和 実刀。

五 、庖 酌量 当地 情形,制 汀特 殊之課 程或教材,以 弄成几童 這合合干 実隊生活 之

初歩技 能。

(二)洲 育

一、根 据 中山先生遺数 中合子几 童身心 友展之事理,列 力信条,以 指 尋其整介 的

生活 。

二 、注 意洲育和裸程之朕 貫,井 謀学校洲育与家庭社会相朕貫 。

三 、由史地 吋事各和紀念会之排解,以 宕友几童愛 民族受 国家之精神 。

四、由游戒 這劫 学校ヱ 生及裸 夕卜作並 的教 尋,以 界成 几童対 干筋 肉労 劫 的巣 趣,

及生序 的規念

五 、由 日常生活実隊知枳之 教尋,以 引起几童教学 的巣趣,井 由童子軍之洲鯨 以界

成勇子杁事沽浩 己奉 公的精神 。

六 、由尿歌 圏画等,以 陶冶 几童 的情 操,井 使 多与 自然 界接触,以 界 成申美 的情

趣 。

七 、由団体這劫集会等洲鎗,以 界成几童守吋重妃 的刀慣 。

八 、干公共場所,掲 示美 公徳之1示i吾,界成几童注怠公共ヱ生愛扮公物之実法 。

九、由消費合作 的洲鋳及儲 蓄等事項之指尋,以 界成九童芋位 的刀慣 。`

十 、由民枚初歩 的演 刀,使 几童略知 四枚 的這用 。

(三)段 各

一 、一切没各,均 庇 含三 民主文 的精 神,且 須与 几童 日常活相接 近,尤 宜注 意与

深程 洲育之朕狢 。

二 、一切 没各,座 多采用科学方法,井 須其清沽整芥姪済三要件.

三 、弗籍之投各,除 党文深程参 考与用弗及学校必 各之需籍夕卜,庄掛酌鋒済情 形,

尽量胸置 肩友常枳 的判根,仰 九童 岡旗之余,兼 可供 附近 民森測箆之用 。

四、圏表 之没各,座 多迭 中山先 生遺 教 中足 以激友 几童民族精神者,井 多采用 浅星

警劫之椋培,或 圏面,分期 振桂,以 資激励.
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五,学 校干可 能萢 国内,座 多胸 九童恩物,理 科侠器,及 段置学校 因,増 加 学生

実)]的 机会,圏 教授和実物之朕絡 。

《中央 日扱》,1931年9月4日.

② 「戦時各級教育実施方案網要」(摘録) 1938年4月

二 十七年 四月中 国国民党ll缶吋全 国代表大会 知制頒 中国国 民党抗 哉建 国鋼領 ……

同吋又打哉吋各級 教育実施方案鋼要,規 定九大方汁,十 七要点 。

九 大方針 力,(一)三 育井重 、(二)文 武合一 言(三)衣 村 需要与 工並需要 井重言

(四)教 宵 目的与政 治 目的的一貫;(五)家 庭 教育与学校 教育密切朕 系,(六)対 干

吾 国文化 固有精神所 寄之文 学哲芝,以 科 学方法加 以整理友揚 、(七)対 干 自然科 学,

依据 需要,迎 訣赴 上,以 庖国防与生序之急需,(八)対 干社 会科 学,取 人之長,ネ ト己

之 短,対 其原則 整理,対 干制度 厘謀創造,以 求一切這合 子国情;(九)対 子各項 学校

教 育力求 目林之 明星,井 謀各地平均 之友展.対 干文各教 育,依 照原定期 限 以迭普 及,

対 干社会 教育与家庭教 育,力 求有汁剣之実施 。

教 育部根据上述九大方針,碗 定各級教 育宴施之 目椋及施教之対象如下 、

一,幼 稚教 育,庖 使保 育与教尋 井重,増 遊幼 几身心之 健康,使 其健全友 育,井

培 弄其人 生基本 的 良好 刀慣 。施教対象,庄 推　及干貧苦九童 。

《第二次 中国教育年蓋》第一編,商 各印需棺,1943年 版第11頁.

③ 「全国教育会議注重幼稚教育案」 1923年5月

理 由:兄 附列各案

亦法 ・(1)大 学院派近全 国視 学吋,庄 派打幼稚教 宵寿家一人 。

(2)通 令全 国十七年度起,各 省・↑'具各式宴験小学及師萢附債小学厘段立幼稚國。

(3)教 有研究所座研究創造平 民的省銭的這合 国情的幼稚因 。

(4)毎 省 区庖就ヨ不境使這 宜之地,升 没幼稚師 萢学校或就各 省之師萢(或 高中師

萢科)内 添 段幼稚師萢科,以 培界寿 口人オ,供 給 良好師 資。多村 幼稚 國不

易単独 段立,最 初亦法,座 就所能萢 国内,多 招現成多村 教師 之夫人、未婚

妻 或近 来洲鯨之,方 能造就一人,便 得一人之用 。

附陶拡 多村師 萢、幼稚師 萢院筒 章,留 供大学 院参考(見 附案)

附原案七:

一 、凋査全 国幼稚教 育案 陶行知

理 由,我 国以前幼稚 國多力夕卜人代亦,全 国井元銃汁,力 自亦幼 稚因汁,力 考 査

幼稚教 育現状 汁,急 須有凋査 亦法 。

亦法,大 学院派遣全 国教 育凋査員吋,増 加幼稚教 育凋査員一人 。

二.各 省各具各市実験小学〒没立幼稚 國案 陶行知

理 由:

1、幼稚 因之重要与 需要,己 有扱 明星之事実 。
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2、各 省各具各市,因 経 費美系,不 能各小学 皆段 幼稚岡,然 而在実験 小学,幼 稚

因力必 須之事並,必 須創亦

亦法 、

1、通令全 国十七年度起 実行.

2、 毎所 幼稚 國的升亦費釣200元,経 常費年釣360元,令 全具 列入 田税 附税 用途

預算 。

三 、令 各省各 市各具実詮 小学先行投立幼稚 國 隊鶴琴

理 由,査 我 国教育系銃,小 学教 育杁 六周 歩起,六 周歩 以下教 育,則 由幼稚 國施

行之。幼稚教 育之有元,影 ロ向干小 学教育甚 大,欧 美各 国,除 究多僻 壌之 区,莫 不 有

幼 稚 國之 投立,以 教界 未迭学齢之 几童 。尋之 正当游戒,界 成其 良好 基本 刀慣 。根 本

既佳,小 学教育 自易牧致.回 願 我国,除 附没干大都会 内一二貴族 的小学 外,施 行 幼稚

教 育 的幼稚 國,寛 如夙 毛麟角,所 凋 幼稚教 育,事 実上 尚付 岡如,幼 稚教 育実力 小学

教 育之基本,/立 加提侶 以増加 小学教 育致能 。

亦法:先 令各省実験小 学,一 律 添段幼稚 因,或 附段幼稚班,再 推及其他 小学校,

以謀幼稚 教育之普及 。

四、推　 多村幼稚 國案 陶行知

理 由:

1、多村 幼稚因是 多村 社会普遍 的、永久 的需求,衣 忙吋衣如 ・忙得天 昏地黒,那

里 有空来管核子?如 果有 了多村幼稚國,便 能哨省衣如好 多精力.与 其升幼稚 國幣助城

里 太太,勉 下 小核子去 打麻 将,倒 不 如幣助釆桑 娘子照座子 女,使 得地可 以多界 些蚕

多生点利 。

2、衣 忙吋,幼 几 元人照厘,父 母 往往令梢 長几女 綴学 回家 陪小弟弟 小妹妹玩.如

果有 了多村幼稚 國,便 可減少 小学几童之敏裸 。

3、 多村小 学教 師亦 小学,夫 人 亦稚 國,便 可造 成夫 妻学 校,減 少 多村教 師 的寂

寛,梱 立 多村家庭之模 萢。

4、 多村幼稚 國,尚 能推　 ,便 可内 多村受冠教育 的如女,:升 一駅並上之 出路 。

5、 多村幼稚 國是多村如 女這劫之惟 一 的中心,要 想初底 去干 多村 如女這劫,非 杁

多村幼稚 國入手,便 不 能成功 。

亦法:

1、教育研究所庖研究創造 平民的省銭 的這合 国情 的幼稚因,使 幼稚 國在 多同易干

段立 。

2、毎省 区座先試亦 一多村幼稚師萢,依 据 中心幼稚 因亦法洲鋳多村幼稚 因教師 。

3、 多村 幼稚因,不 易単独 没立,故 最初亦法,庄 多招 現任 多村教師之夫 人,未 婚

妻 、近 来洲錬 之,方 能造就一人,便 得一人之用 。

五 、各省 師萢学校 急須段幼稚科案 隊鶴琴

理 由・幼稚教 育既甚重 要,今 后是 当枳扱打 充師資 一項,宜 早准 各。我 国培 界幼

稚 教育師資之机美,除 師 萢有1「缶吋性債之保姻科 夕卜,井 元寿 口赴所 。以故幼稚 國教員,

昇 常鉄 乏,庄 杁事培植。

亦 法、就ヨ不境這 宜之 地,升 没幼 稚師 苞学 校,或 就 各省之 師 萢 内,添 投 幼稚 科,
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以培界寺 口人オ,供 姶 良好師 資。

六 、各省升亦拭験幼稚師 萢案 陶行知

理 由、

1、幼稚 教育内 国民教 育之 基咄,又 力衣工社会 的家庭 所急需 。近年来幼稚 國数 日

増,将 来 必扱 友迭,政 府必須有相 当机美培植師 資。

2、全 国若能令各具 区,創 亦幼稚師萢,実 力最善 之事。然而 国家財有 限,一 吋恐

唯 完全亦 到,所 以不如毎猫 創亦試 験幼稚師 萢一所,一 方面 培植幼稚 國師資,又 一方

面可 以供給全 省幼稚 國各神材料与方法,使 全省幼稚教 育改遊 。

亦法,

1、財力較裕之 省,如 江 芳、漸江等省,可 以独立創亦 。

2、財力較ヌ住之 省,可 以附没在女子 中学師苞部 内。

3、杁十七年度升始 実行 。

4、 学校 内部洋細亦法,如 学生厘否 男女兼牧,及 裸程等男汀 。

附実験 多村師 萢学校幼稚師萢 院筒 帝(略)

七 、申査編輯幼稚 國深程及教材案 陶行知

理 由:

1、十六年来幼稚 國課程及教材,迄 元祢准 。

2、全 国所投幼稚 國裸程及教材,多 半是M国 夕卜来 的,不 根這合 国情 。

亦法:

1、大 学院聰清 寿口人オ,捜 集 国内已有之幼稚 國課程与教材,井 平格申査.

2、 大学院特段試詮幼稚 國,M事 試験編輯幼稚 國教材方法与裸程.`

3、在京都創 亦試験幼稚 國,聰 清寺 円人オ杁事編輯試詮 。

《全 国教育会峡振告》,商 各印弗棺1928年 版,

2)家 庭教 育(重 要法令)

① 「推行家庭教育辮法 」 1929年9月28日 部 令32046號 公 怖

第 一條

第二條

第三條

第四條

第五條

各級教 育行政機 關慮督導各 級學校社會 教育機 關及 文化 團膿 婦女 團艦,按 照

本辮法之規定,積 極推行家庭教育 。

各省 市教育鹿局 鷹於主管 社會教 育之科股,指 定職 員一人,辮 理 家庭教 育行

政事 宜。

各縣 市政 府鷹組 織家庭 教育委 員會,主 持全縣 市家庭 教育計 劃及 推行事 宜。

其辮法 男定之 。

各縣市所属 厘署郷鎮 公所及保辮公虜,慮 分別 責成教育指導 員,文 化股 主任、

及 文化幹事等,依 照本辮法之規定,協 同當地教育機 關團艦,推 行家庭教育 。

各級學校推行家庭教 育,均 由各該校社會教育推行委員會主持辮理之 。

但 女子學校及女生数超過 墾生総数半数 以上 之學校,得 組織家庭教 育委 員會,

主持各該校所在地家庭教 育推行事宜 。其辮法 男訂之 。
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第六條 各級 社會教 育機 關推行家庭教 育,均 由辮理教 導工作部分主持之 。

第 七條 各級學 校及社會 教育機 關推行家庭 教育,全 艦教職 員及墓生 均鷹参加,並 得

以女教職 員爲主辮人 員。

男教職 員巻屡會受相 當教 育者,得 趣請参加家庭教 育推行工作 。

策 八條 中等 以下學校及社會 教育機關推行家庭教 育,以 畢辮家庭教育班鳥主 要工作,

其詳細辮法男定之 。

第 九條 全 國專 科 以上學校,除 各師範學 院及設有教 育學系之 大學或猫立 學院慮辮 理

左列 事項 以上夕卜,其他各院校鷹就性質所近就左列事項酌景辮理

一、家庭教 育公開講演;

二、家庭教 育通訊研 究;

三 、家庭技術之指 導言

四、家庭指領人 員之訓練;

五、家庭教 育問題之研 究;.

六、家庭教 育圖書雑誌之辮繹

七 、其他 。

第 十條 全 國中等學校,除 必須墓辮 家庭教 育班 夕卜,慮 各就 性質所近,班 理左列事 項

雨種 以上 。

一、懇親會;

二、家庭教 育講演會;

三、家事 公開講演;

四、児責健康 比實;

五、各項家事 比費;

六、見童教 育知道;

七、育嬰指 導;

八、家庭 讐藥衛生指 導

九、家政 管理指 導;

十 、家庭 副業指導;

十一、家庭實行新生活指 導;

十二、家庭教 育通訊研 究;

十三 、其他 。

第十一條 全 國國 民學校 、中心學校 、小學 幼稚 園及 民衆學校 除必須墓辮 家庭教 育班

夕卜,慮各就學校班級数及教職 員敷之多寡,斜 酌辮理左列事項両種 以上:

一、學生家庭訪 問;

二、懇親會;

三、特約模範家庭;

四、主婦會;

五、各項家事 比審(如 家庭整潔 、烹調 、縫刺等 比審);

六、見童教 育指瑛;

七、育嬰指 導;
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八、家庭讐藥衛生指 導;

九、家政 管理指導;`

十、子 女婚姻指領;'

十一 禮俗改 良指導;

十 二、家庭消 費合作指導;

十三 、家庭副業指導 言

十四、家庭實行新生活指 導,

十五 、其他 。

第 十二條 各級 女子眼校及 女生数 超過平生総 数半数 以上之學校,除 慮遵照第 九、第

十、第 各條分別 辮理家 庭教 育夕卜,並 慮乗承 或協肋 當地教貨 行政機 關,負 設

計推動 所在地家庭教育之責 。

第 十三條 全 國民衆教 育館 鷹一律 以推行家庭 教育爲主要 工作 。除必須畢 辮家庭教 育

班 夕卜,省 市立 民衆教育館 慮按照 第十條所 列各項辮 理四種 以上,縣 市立 民衆

教宵館慮 按照第十一條所列各事項辮理三種 以上 。

其他各社 會教育機 關,均 慮各就 所長,推 行 家庭教 育。除必須墾辮 家庭教 育

班 夕卜,省 市立社 會教 育機關,慮 比照第十條 所列各事 項辮現 三種 以上,縣 市

立社會教 育機 關慮 比照第十一條所列各事項辮理二種 以上 。

第 十 四條 各級 學校及 社會教 育機 關,於 毎年度 開始 時,慮 將 家庭教 宵椎行計 書,於

兼班社會教 育計劃,或 本 墓校機 關工作進 行計劃 内,專 項列報主 管教育行政

關核推施行 。(各級學校 以學 年度爲準,社 會教 育機 關 以歴年度為 準,以 下同

此〕。

第 十五條 各級學 校及社會 教育機 關推 行家庭教 育所需経 費慮 於各該學 校機 關経 費内

動支,不 足之敷,得 呈請主管教 育行政機酌予補肋 。

第 十六條 各級 教育視察人 員於視察 各級學校及 社會教 育機 關時,封 於家 庭教育推 行

情形,慮 随時予 以指導及考核 。

第 十七條 各級 學校及社 會教育機 關,於 毎年度 終 了時,慮 將 本年度 内推 行家庭教 育

情 形,編 製報 告,或 併干 兼辮 社會 教育或本 學校機 關工作総 報告 内,呈 報 主

管教 育行政 機關備案 。

第 十八條 各地 方文化 團艦 婦女團膿 推行家庭 教育慮参 照本辮法之規 定,商 承各縣布

家庭 教 育委 員會軍濁辮理各頭工作或参加各級學校及社會教育機關協 同工作。

第 十九條 本辮法 自公怖 日施行 。

② 「家庭教育講習班暫行辮法 」1930年5月28日 部今20537號 公怖

(一)本 辮法根接推行家庭教 育辮法第八條之規定定之 。

(二)中 等 以下學 校社會教 育機關及 各文化 團髄 婦女推行 家庭教 育,鷹 以畢辮家庭 教

育講 習班為主要 工作 。

(三)家 庭教 育講習班 以訓練婦 女,推 進家庭 良好教 育,激 鞍 民族意 識,灌 輸家事 常

識,改 善家政管理,促 進社會進歩為宗 旨。
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(四)家 庭教 行講 習班之ヌ艮辮,其 主持人員規定如 下:'

一、各 學校,由 家 庭教育委 員會主 持之,其 未組 設此項 委員會 者,由 本校社 會

教 育推行 委員會主 持之,因 規 模甚少,為 設 置上項 両委 員會者,由 校長 主

持之 。

二、各社會 教育機 關,由 辮理教 導工作部粉主持之 。

三 、各 文化及婦 女團膿,由 有 關教育或訓練部紛主持之 。

(五)各 墓校機關團膿墓辮家庭 教育講習班時,主 持人 員指定一部扮教職 員生辮 理之,

但 女教職 員及 學生鷹 全数参加 或輪流工作,男 教職員家 誉得趣請憺 任家庭 教育

講 習班各項 工作 。

(六)凡 魚管理家務 及教養 兄童責任 之婦女,均 鷹加 入附近學 校機 關團膿 所設之家庭

教育講 習班,在 校學生之母妹及教職 員之家属,均 須首先加入,以 資侶群 。

(七)家 庭教 育講 習班之教學 時間及方式如左 、

一、各墓校 、毎星 期 日墓行 集合教 學一次,毎 次 以二小 時爲度,寒 暑 假期 内如

有 學生,留 校,毎 星 期翠 行集 合教 學一 次或 二次,其 時間 由各校 自定 之。

其他假 日須墾行講演 、討論 、展覧 、或娯樂等活動 。

二、各社會教育機 關,毎 星期 塞行集合教學至少 両次,其 日期及時 間自行訂定,

毎 次以二小 時為度 。遇有念念節 日集合塞行各種臨時活励 。

三 、各 文化及 婦女 團膿,毎 星期至 少集合 教學一 次,毎 次 以二 小時爲度,其 月

期及 時間 自行訂定 。

(八)家 庭教 育講 習班集 合教學 時,以 講 習討論 為主,其 教材 可採用 部編 家庭教 材,

各 省市教育行政機 關得編 印地方性補充教材,分 鞍鷹用,但 慮呈報教育部備案 。

(九)家 庭教習班 得視班敷 及學生敷 之多少,酌 設 主任一人及 教導事務 等職 員敷 人,

由主班學校機 關團艦酌聰之 。

(十)参 加家庭教育講 習班之 學生,如 具有相當教 育程 或檀長家事者,得 實施 互教制,

指定推任教墓及指輯等事宜

(十一)家 庭 教育講 習班之辮理,慮 利用原有學校機 關團膿之房舎及設備 。

(十二)家 庭教 育講習班 之鰹 費,由 原有學校機 關團髄 支給之,並 須 列入預算 。各縣

市教育行政機 關得斜酌地方鰹 費状況,專 案列支家庭教育鰹費,以 便揮優補助 。

(十三)家 庭教 育講習班之 修業期 限,定 爲六個 月至一年,以 部編 家庭教 材講受完 畢

爲度 。

期漏考螢成績及格者,由 縣 市教 育行政機 關叢給誇 明書 。

(十四)家 庭 教育講 習班毎届結業後,其 學生慮 印組糾或加入常地婦女會 。

(十五)教 育行政機 關 以各 學校及 各社會 教育機 關班理 辮家庭 教教 育講 習班之成 績,

列入考績,其 辮法男訂之 。

(十六)本 辮法 由教 育部分怖施行 。

③家庭教育實験厘設施計計劃要黒占

、設 厘 目的 教育部爲試験 實施 家庭 教育方法,以 謀推行壼利起見,特 設立家庭 教育
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實験 匿(以 下簡構爲本 匿),

二、設 厘地貼 、家庭 教育實験 厘暫 開辮 両厘,其 地貼 鳥四川省 洛江津縣屡 白沙鎭及 四

川省茄嘉 陵江三岐 實験 厘北暗鎮 両慮 。其詳 細之厘書 分,由 承辮機 關勘定之 並呈

報 教育部備案 。

三 、承辮 機闘 本 厘一切進行事 宜,由 教宵部指定國立女子帥範學 院及 國立重 慶師範學

校 分別規 劃班理之 。

四、實験 期限 本 厘實験期 限暫定為,但 得酌予縮短或延長之 。

五 、紐織 國立女子師範學 院及 國立重 慶師範學校鷹遵照教育部頒怖之推行家庭 教育辮

法第 五條 之規 定,各 組織家庭教育委 員會,辮 理本 匿一切事宜 。

前項 委員會,以 左列人 員爲委 員組成之

1,院 長(或 校 長)

2.訓 導主任

3.家 庭教 育委 員會秘書,

4.捨 任教 育學科之教 員一人或二人

5.當 地縣政府及 厘公所代表各一人 、

6.當 地有 關學校 團膿機 關代表及其他熱心家庭教育人士若干人 。

前項委 員均 由院長(或 校長)擬 定,呈 報教 育部核准後聰任之 。

前 項委 員會,設 正副 主席各一 人,正 主席 由院長(或 校 長)塘 任,副 主 席 由全膿

委 員公推之 。

前項委 員會,設 秘 書一人,幹 事及助幹各若干人,由 院長(或 校長)酌 鵬之 。

六 、工作人 員本 匿之工作,凡 國立女子 師範學院及 國立重慶 帥範畢校之有 關教職 員均

鷹 参加,由 院長(或 校長)指 定之。各該 院校之學 生,一 律 以推 行家庭 教育作 為

辮 理社會教 育教育及從 事社會服 務之主要 工作,而 女子 師範學院之家 政學系教 育

學 系學生,更 鷹全髄参加,其 詳細辮法 由各該家庭教育委員會訂定之 。

七 、實験 目標 本厘實験 目標,薙 就政治、経濟 、教育、衛 生等方面 分別要領 如下,

甲、政 治方面

1,能 瞭解 並信仰三 民主義 。

2.具 有 國家概念及参加政 治的典趣與習慣 。

3.具 有杭抗戦必勝建 國必成 的信念 。

4,具 有注 意時事得 習慣 。

5.具 有 守法及服從紀律 的精神 。

6.具 有使用宜接 民灌 的能力。

7,能 積極 参與地方 自拾活励及各種 民衆組織 。

8.能 實行新生活 。

9.能 按 時参加 國民月會,實 行 國民精神絡動 員。

乙、鋒済 方面

1.能有節倹儲 蓄的 良好 習慣 。

2.能 選澤 正當的職業,並 具有樂業 的精神 。

3,能 編製家庭 預算,量 入 爲出。
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4.能 置備家庭簿記,作 簡 軍 日用 的計算 。

5,能 利用 空間,鰹 螢有益之家庭副業 。

6.能 實行合理 的鰹濟 的婚喪鑑節 。

7.能 一致 参加或提狙紐織 消費生産等合作社 。

8,能 具有 改善衣食住行 的能力 。

丙、教 育方而,

成瞑法学第83号 論 説

1.幼稚 園托 兄所設立完成,學 齢前 兄童全部受有和 當的教育 。

2,國 民學校 中心學校設立普遍學齢 兄童及失學成年 男女全部入學 。

3.全 膿居戸均有相 當的家庭教 育設備 。

4.成 立 各種護 書研 究會社,民 衆均具有進修補 習的機會 。

5,設 置各種社會教 育機 關,推 行社會教 育,促 進社會進歩 。

6.破 除鬼神迷信,普 及科墾知識 。

丁、街 生方面 、.

1.能信從 正式讐生,革 除疾病迷信 。

2.能 預防傅染疾病,施 行 預防接種 。

3.具 有普通讐藥常識,設 置家庭簡 易藥箱 。

4.具 有家庭玲看護及急教 的常識和技能 。

5.能 注重 居住、衣服 飲食衛生,如 改 良則所,人 畜 隔離,注 意採光 通氣,防 除蚊

蝿 、老鼠、注重食物清潔,飲 水清潔及勤於沐浴更衣等 。

7.能 踊躍 参與各項膿 育遊 藝活動 。

8.革 除早婚遅婚纒足等 悪習。

9.能 注重姐婦衛生,採 用新法接生 。

10.能 實施嬰 児及學齢前 児童衛生 。

八 、設施 方法 本厘之事業設施,鷹 注趣下列各貼

(1)推 行之始,慮 集合参加工作 之學生,於 課夕卜給予集 中或個別之訓練,與 以必 要之

智識及技 能之補充 。

(2)指 導學生 畢行家庭 訪 問及 社會調査,籍 以 明瞭 當地居戸 家庭之 實際状況,及 政

治、経濟,教 育、衛生與娯樂等環境情形 。

(3)根 接社會調査之統計結果,將 當地 一般家庭,按 其 性質,分 爲若干類;如 佃農家

庭,自 耕農家庭,地 主家 庭,工 人家庭,勢 動者 家庭,商 人家庭,教 育者家 庭,

公務員家庭,抗 属家庭等,毎 種家庭 中揮其理想 家庭 標準 比較符合者 二,三 家,

作 爲模範 家庭,籍 作施 教封象之 中心 。其標 準 由各該 院校擬定,鰹 報教育部 核

定後施 行。

(4)本 厘慮儘景利用各種有敷 的教 育工 具及方法,以 推 行家庭教 育,如 公演 話劇,放

映萢影幻 燈,牧 聴教 宵播昔,塞 行 歌詠演奏,及 各種展 覧與 比塞等,均 宜分別

定期墾辮 。

(5)本 厘工作之進行,慮 儘量與有 關機 關團膿學校絡合作,其 須新 設中心學 校國民學

校及社 教機 關者,得 商請地方政府分期設立之 。

(6)本 匿工作之進行,鷹 以辮理家庭教育班爲主要工作,務 須普及於全匿。
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(7)本 厘推行家庭教 育時,封 於本 厘政 治、鰹濟 、教育、衛 生、及 娯樂環境 之設 計改

善,及 全髄 民衆之紐織 與訓棟鷹積極協助常地主管行政機 關進行 。

(8)参 加工作之學生,慮 各認定 負責推 行之家庭若干家,並 須定斯比實,至 毎期結束

時,由 家庭教 育委員會逐 項至各戸 考査,以 爲評 定各 負資指導學生 之成績之 依

捺 。

(9)本 厘工作 開始 時,慮 統盤 簿書,將 全部 實験 工作訂 定分期進度,呈 鰹教育部核定

後施行

(10)本 匿於毎年 度開始前 鷹依照分 期工作進 度,擬 具本年 度詳細工 作計書,呈 報 教

育部備核 。

九、鰹 費 本 厘所 需開辮 費,得 向國立 女子師 範學 院及 國立 重慶師 範學校分 別擬具 預

算,呈 報報教 育部核撫 之,鰹 常 費鷹 由各該 院校 擬具支 付預算,呈 報 教育部核 定

後於 各該 院校鰹常 費内勾支,如 布不足得呈鰹教育部核准,酌 予補肋 。

十 、奨懲 凡参與推行家庭教 育之 學生,均 按其工作之勤惰與成辮之優 劣,毎 年由承辮

機 關嚴加考核,報 経教 育部核准後,分 別奨懲之 。

十 一、附則 國立 女子帥範學 院及 國立重 慶師範學校 鰹教育 部指定承辮 家庭教育 實験

厘後,其 遵 章慮辮之其他社 會教育及 戦時後方服務等事項,得 酌予減免其全 部或

一部 。
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